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は じ め に 

 

職場におけるメンタルヘルス対策が重要課題とされ、50 人未満小規模事業場に対す

るストレスチェック制度が義務化が決定される中、当協会では、昨年度より建設業に

おけるメンタルヘルス対策として、中小規模事業場の実態に即した円滑なストレスチ

ェック制度実施促進のあり方とともに、これまでに開発した現場向けの建災防方式ツ

ールのあり方を検討してきました。 

令和７年度は、50 人未満規模の小規模事業場におけるストレスチェック制度取組促

進に向けた現状把握のため、本検討委員会の下にワーキンググループを設け、小規模

事業場ヒアリング調査、アンケート調査及びストレスチェック制度の試行実施を行い、

国の動向も踏まえ、建設業の特性から生じる課題、方向性等を検討しました。国の動向

としては、厚生労働省から小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアルが令和

７年２月に公表され、今後、制度義務化施行までの期間、制度の周知とともに、取組促

進に向けた引き続きの検討が必要な状況にあります。 

また、全事業場へのストレスチェック制度適用を見据え、建災防方式無記名ストレ

スチェックに替わる建設現場での職場環境改善の促進手法について、現場の声を反映

した改善事例を収集し、中小建設事業者にも周知啓発により展開できる形とするよう

検討しました。 

これら検討結果を報告書として取りまとめるに当たり、委員をはじめとして御協力

いただいた関係各位に対し、深甚なる感謝の意を表する次第です。 

 

令和８年３月 

建設業労働災害防止協会 
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第１章 委員会の設置及び検討経過 

１．委員会の設置 

１．１ 趣旨・目的 

建設業労働災害防止協会（以下「建災防」という。）では、50 人未満の事業場におけ

るストレスチェック制度の義務化に向けた制度改正の動向が見られる中、建設業にお

けるメンタルヘルス対策のあり方について、令和６年度から中小規模事業場の実態に

即した円滑な実施促進のあり方を中心に、これまでに開発した現場向けの建災防方式

ツール（「建災防方式健康 KY 及び無記名ストレスチェック」及び「新ヒヤリハット報

告」）の現状の調査及び課題も踏まえたあり方の検討に着手したところである。 

令和６年度は、ヒアリング調査より 50 人未満の建設事業場に対するメンタルヘルス

対策を進める上では、ストレスチェック制度は手間暇がかかる、専門機関へのアクセ

スが不安等の課題があることが明らかになった。 

このため、令和７年度は、ヒアリング調査実施結果や国の制度改正等今後の動向を

踏まえ、引き続き中小規模事業場の実態把握調査を行い、建設業の特性から生じるメ

ンタルヘルス対策への取組を困難としている課題を明らかにするとともに取り組み促

進に向けた方法等を検討する。併せて、中小規模事業場における取組促進に向け、前向

きにメンタルヘルス対策に取り組む意思のある企業等に対して、ストレスチェック制

度を試行的に実施し、活用事例を収集することも検討する。 

また、全事業場へのストレスチェック制度適用を見据え、建災防方式ツールの現状・

課題を踏まえ、作業現場の職場環境改善手法のあり方についても検討する。 

 

１．２ 検討事項 

（１）中小規模建設事業場でのメンタルヘルス対策の実態調査 

（２）中小規模建設事業場でのストレスチェック制度の試行  

（３）作業現場の職場環境改善手法のあり方  

（４）その他 
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１．３ 委員名簿 

○廣 尚典    産業医科大学 名誉教授  

脇坂 誠    建設労務安全研究会 事務局長  

川村 正義   一般社団法人全国中小建設業協会 常務理事  

𠮷田 伸司   大和ハウス工業株式会社 技術本部 安全統括部 戦略グ 

ループ 担当部長  

細谷 浩昭   鉄建建設株式会社 常務執行役員 安全推進室室長  

       建設労務安全研究会 理事長  

諏訪 嘉彦   東急建設株式会社 経営戦略本部・安全環境本部  

価値創造推進室管掌 代表取締役 副社長執行役員  

小澤 重雄   戸田建設株式会社 安全品質環境管理本部 安全管理統轄部  

安全管理１部 専任役 

大木 勇雄   一般社団法人日本建設躯体工事業団体連合会 会長  

宮前 護    一般社団法人日本塗装工業会 常任理事 安全・環境委員長  

宮澤 政裕   宮澤労働安全衛生コンサルタント事務所 所長  

 稲毛 健一   独立行政法人労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部  

 調査役  

 増田 将史   株式会社Smart OHW 代表取締役  

産業医科大学 特命講師（ストレス関連疾患予防センター）  

 

※ 〇印は、委員長                  （順不同・敬称略）  

 

＜厚生労働省＞  

加藤 優奈   労働基準局 安全衛生部 労働衛生課  

メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室  

中央労働衛生専門官  

 

＜事務局＞  

井上 仁    建設業労働災害防止協会 専務理事  

西田 和史   建設業労働災害防止協会 技術管理部長  

土屋 良直   建設業労働災害防止協会 技術管理部 上席調査役  

由野 友規   建設業労働災害防止協会 技術管理部 次長（兼）計画課長  

岡田 佳月   建設業労働災害防止協会 メンタルヘルス対策アドバイザー  

寺本 新吾   建設業労働災害防止協会 技術管理部 計画課  

鎌田 実里   建設業労働災害防止協会 技術管理部 計画課  

丹 良志美   建設業労働災害防止協会 技術管理部 計画課  
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２．検討の経緯 

２．１ 検討事項の確定 

     第 1 回検討委員会において、以下のとおり令和７年度の検討事項の進め方 

及び内容について確定した（p６「２．３．検討実績 第１回委員会」参照）。 

２．１．１ 進め方の大枠  

     50 人未満小規模事業場（以下「小規模事業場」という。）へのストレスチェ  

ック（以下「SC」という。）導入促進の検討については、本検討委員会委員の  

うち、産業保健関係者、中小事業場関係者等で構成されるワーキンググルー  

プ設置により行う。 

２．１．２ 検討事項の内容 

 （１） 小規模事業場への SC 導入促進の検討  

   ① 小規模事業場の実態把握調査  

     令和６年度に引き続き実態把握調査（ヒアリング調査、アンケート調査）  

を行い、建設業の特性から生じるメンタルヘルス対策の取組や SC 導入を困 

難としている課題を明らかにするとともに SC 導入促進に向けた方法を検討  

する。 

[調査項目]（案）：取組現状、課題、意見・要望等  

ア ヒアリング調査６企業：SC 取組企業１、未取組企業５（建災防会員）  

令和６年度ヒアリングに引き続き、アンケート調査検討に役立てる。  

イ アンケート調査：中小事業場団体の協力を得つつ調査（A4 判 1 枚以内） 

   ② SC の試行実施 

     SC 義務化に向けて、SC 未実施の小規模事業場（令和６年度ヒアリング３ 

企業程度）に対して、当協会の指導・援助により SC を試行的実施し、結果か 

ら抽出される課題等を踏まえた水平展開できる活用事例の収集として役立て

る。 

  

（２） 建設現場での職場環境改善の促進の検討  

     小規模事業場への SC 義務化に当たり、建設現場の職場環境改善の方法を見

直すため、現場等の普及状況等を考慮し、建災防方式無記名 SC については解

消する（取り止める。） 

  これに伴い、建設現場の職場環境については、今後、一層の改善を図るた  

め、昨今の建設業を巡る情勢変化を踏まえ、現場作業者等関係者からの意見 

を反映した安全・安心につながる職場環境改善の取組好事例を収集し、中小  

総合工事業者への水平展開に役立つ形で取りまとめる。  
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２．２ ワーキンググループの設置 

２．２．１ 趣旨・目的 

建設業労働災害防止協会（以下「建災防」という。）では、50 人未満小規模事業 

場（以下「小規模事業場」）における SC 制度の義務化に向けた制度改正の動向が  

見られる中、「建設業におけるメンタルヘルス対策のあり方検討委員会」を設置し、 

令和６年度から中小規模事業場の実態  に即した円滑な取組促進のあり方を中心  

に検討に着手したところである。 本委員会では、これまでに開発した建災防方式  

ツール（建災防方式健康 KY、無記名 SC、新ヒヤリハット報告）のあり方について  

も検討を行ってきたが、対象範囲が広くなること、小規模事業場における SC の取  

組促進が喫緊の課題であることから、ワーキンググループ（以下「WG」という。） 

の設置により、本委員会での方向性を踏まえ、具体的に検討を進めることとする。  

令和７年度は、令和６年度に行ったヒアリング調査実施結果や国の制度改正等  

の今後の動向を踏まえつつ、引き続き小規模事業場のメンタルヘルス対策実態把  

握調査を行い、建設業の特性から生じるメンタルヘルス対策への取組を困難とし  

ている課題を明らかにするとともに、取組促進に向けた方法等を検討する。併せ  

て、小規模事業場における SC の取組促進に向け、ヒアリングを行った一部企業に  

対して、SC 制度を建災防の支援・援助により試行的に実施し、活用事例を収集す  

ることも検討することとする。  

 

２．２．２ 検討事項 

（１） 小規模事業場でのメンタルヘルス対策の実態調査  

（２） 小規模事業場での SC 制度の試行 

（３） その他 
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２．２．３ WG 委員名簿 

○増田 将史   株式会社Smart OHW 代表取締役  

産業医科大学 特命講師（ストレス関連疾患予防センター）  

川村 正義   一般社団法人全国中小建設業協会 常務理事  

大木 勇雄   一般社団法人日本建設躯体工事業団体連合会 会長  

宮前 護    一般社団法人日本塗装工業会 常任理事 安全・環境委員長  

宮澤 政裕   宮澤労働安全衛生コンサルタント事務所 所長  

 稲毛 健一   独立行政法人労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部  

 調査役  

 

※ 〇印は、座長                  （順不同・敬称略）  

 

＜厚生労働省＞  

加藤 優奈   労働基準局 安全衛生部 労働衛生課  

メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室  

         中央労働衛生専門官  

＜事務局＞  

西田 和史   建設業労働災害防止協会 技術管理部長  

土屋 良直   建設業労働災害防止協会 技術管理部 上席調査役  

由野 友規   建設業労働災害防止協会 技術管理部 次長（兼）計画課長  

岡田 佳月   建設業労働災害防止協会 メンタルヘルス対策アドバイザー  

寺本 新吾   建設業労働災害防止協会 技術管理部 計画課  

鎌田 実里   建設業労働災害防止協会 技術管理部 計画課  

丹 良志美   建設業労働災害防止協会 技術管理部 計画課  
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２．３ 検討実績 

第１回委員会 

日 時 令和７年７月３日 15:00～17：00 

 

場 所 三田鈴木ビル５階 建災防第１・２会議室 

 

議 事 （１）令和７年度委員会の進め方 

（２）50 人未満小規模事業場の SC 制度導入促進 

    （３）現場の職場環境改善の促進 

（４）その他 

 

内 容  委員長を選任し、委員会の進め方を検討するとともに、メンタルヘルス対

策のあり方について、各委員から意見を伺った。 

メンタルヘルス対策について、50 人未満小規模事業場の SC 制度導入促進に

向け、事業場の取組の現状・課題等を把握するためのヒアリング調査及びアン

ケートを実施することとした。 

併せて、建災防方式無記名 SC のあり方について意見交換を行い、これに替

わる手法として、現場における職場環境改善の事例収集を行い、取りまとめの

検討を行うこととした。 

 

配布資料： 

資料№1-1   建設業におけるメンタルヘルス対策のあり方検討委員会開催要綱・

委員名簿 

資料№1-2   令和６年度第３回検討委員会議事概要 

資料№1-3   令和６年度検討委員会報告書（第 4 章 建災防方式含む各種ツールの 

あり方） 

資料№1-4   令和７年度検討委員会の進め方（案） 

資料№1-4-1  小規模事業場実態把握調査（ヒアリング、アンケート）（案） 

資料№1-4-2  小規模事業場への SC 試行実施スケジュール（案） 

資料№1-5   令和 7 年度検討委員会スケジュール（案） 

 

参考資料№1-1 労働安全衛生法等の一部を改正する法律案の概要 

参考資料№1-2 労働安全衛生法等の一部を改正する法律について 

（厚生労働省労働基準局長通達抜粋） 

参考資料№1-3 ストレスチェック制度の概要、50 人未満ストレスチェック 
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第 1 回 WG 会合 

日 時 令和７年７月 24 日 10:00～12：00 

 

場 所 三田鈴木ビル５階 建災防第１・２会議室 

 

議 事 （１）現状課題等実態把握調査 

ア．アンケート調査準備のためのヒアリング調査について 

イ．アンケート調査について 

（２）ストレスチェック試行的実施について 

（３）その他（今後の予定等） 

 

内 容  座長を選任し、WG の進め方を検討するとともに、小規模事業場の実態把握

調査（ヒアリング調査、アンケート調査）の具体的内容について、意見交換を

行った。また、SC 試行的実施の実施方法や対象事業場の選定方法等を検討し

た。 

 

配付資料： 

資料№1-1   令和７年度 建設業におけるメンタルヘルス対策のあり方に関する検

討委員会のワーキンググループ開催要綱 

資料№1-2   令和７年度 小規模事業場におけるメンタルヘルス対策取組促進に関

するワーキンググループ 委員名簿 

資料№1-3   令和７年度 第 1 回 建設業におけるメンタルヘルス対策のあり方に

関する検討委員会 議事要旨（案） 

資料№1-4   ヒアリング調査対象事業場（案） 

資料№1-5   ヒアリング調査票（案） 

資料№1-6     アンケート調査票（案） 

資料№1-7     試行会社説明リーフレット 

資料№1-8     令和７年度検討委員会スケジュール（案） 

 

参考資料１  令和７年度検討委員会の進め方（案） 

参考資料２  小規模事業場実態把握調査（ヒアリング、アンケート）（案） 

参考資料３  小規模事業場への SC 試行実施スケジュール（案） 

参考資料４  R6 年度報告書（抜粋） 
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第２回 WG 会合 

日 時 令和７年８月 20 日 10:00～12：00 

 

場 所 三田鈴木ビル５階 建災防第１・２会議室 

 

議 事 （１）第１回 WG 議事要旨の確認について 

（２）ヒアリング調査結果について 

（３）アンケート調査について 

（４）ストレスチェック試行実施について 

（５）その他 

  

内 容  小規模事業場におけるメンタルヘルス対策に関するヒアリング調査結果報

告及びアンケート調査票の質問項目の整理・検討を行った。また、SC 試行実

施における留意点（個人情報の取扱い質の担保等）の確認、並びに 10 人未満

事業場への試行実施の可能性を検討した。 

 

配布資料： 

資料№2-1  小規模事業場におけるメンタルヘルス対策取組促進に関するワーキン 

ググループ 委員名簿 

資料№2-2   第１回 令和７年度 小規模事業場におけるメンタルヘルス対策取組 

促進に関するワーキンググループ 議事要旨 

資料№2-3  中小事業者におけるメンタルヘルス対策ヒアリング調査結果 

資料№2-4    従業員の「心の健康」メンタルヘルスのアンケート調査（案） 

資料№2-5    SC 試行実施スケジュール（案） 

資料№2-6    試行会社説明資料 
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第３回 WG 会合 

日 時 令和７年 11 月４日 10:00～12：00 

 

場 所 三田鈴木ビル５階 建災防第１・２会議室 

 

議 事 （１）第２回 WG 議事要旨（案）の確認について 

（２）ヒアリング調査結果について 

（３）アンケート調査結果について 

（４）ストレスチェック試行実施状況について 

（５）「小規模事業場 SC 実施マニュアル」作成 WG 状況（報告） 

（厚生労働省説明） 

    （６）その他 

 

内 容  小規模事業場におけるメンタルヘルス対策に関するヒアリング調査結果、

令和７年９月に行われた支部開催安全大会参加企業からのアンケート調査結

果及び SC 試行実施状況を事務局が報告した。 

厚生労働省における「小規模事業場 SC 実施マニュアル」作成 WG 状況の 

進捗情報の説明を受けた。 

 

配布資料： 

資料№3-1  第２回 令和７年度 小規模事業場におけるメンタルヘルス対策取組 

促進に関するワーキンググループ 議事要旨（案） 

資料№3-2    中小事業者におけるメンタルヘルス対策ヒアリング調査結果 

資料№3-3    中小事業者におけるメンタルヘルス対策ヒアリング調査結果（個別企業 

資料№3-4    従業員の「心の健康」メンタルヘルスのアンケート調査結果 

資料№3-5    SC 試行実施の進捗状況 

資料№3-6    令和７年度スケジュール（案） 
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第２回委員会 

日 時 令和７年 12 月４日 15:00～17：00 

 

場 所 ビジョンセンター田町４階 406 

 

議 事 （１）第１回委員会議事要旨（案）確認 

（２）50 人未満小規模事業場のストレスチェック(SC)導入促進の検討状況 

   (WG 報告) 

（３）現場での職場環境改善の促進の検討 

（４）その他 

 

内 容  WG 座長が 50 人未満小規模事業場の SC 導入促進の検討状況を報告した。併

せて厚生労働省からの「小規模事業場 SC 実施マニュアル」の検討状況及び今

後の動向についての進捗状況の説明を受けた。 

また、現場での職場環境改善事例、リーフレットの内容を確認し、公開に

当たっての留意点等を整理・検討した。 

 

配付資料： 

資料№2-1   第１回議事要旨（案） 

資料№2-2     50 人未満小規模事業場への SC 制度導入促進検討状況 

資料№2-2-1  令和７年度 建設業におけるメンタルヘルス対策のあり方に関する検 

討委員会のワーキンググループ開催要綱及び名簿 

資料№2-2-2  ヒアリング調査結果６企業 

資料№2-2-3  アンケート調査結果 

資料№2-2-4  SC 試行実施状況 

資料№2-3   「現場の声」を反映した職場環境改善事例収集結果報告 

資料№2-4     建設現場の職場環境改善手順（案） 

資料№2-5   令和７年度スケジュール 

参考資料№2-1 「小規模事業場 SC 実施マニュアル」の検討状況及び今後の動きにつ 

いて（厚生労働省） 
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第４回 WG 会合 

日 時 令和８年２月 18 日 14:00～16：00 

 

場 所 三田鈴木ビル５階 建災防第１・２会議室 

 

議 事 （１）第３回 WG 議事要旨（案）の確認について 

（２）アンケート調査結果について 

（３）SC 試行実施結果について 

（４）職場環境改善周知用資料について 

（５）今年度のまとめ 

    （６）その他 

 

内 容  令和 7 年 12 月に行われた支部開催専門工事業者安全大会参加企業からの 

アンケート調査及び SC 試行実施結果の報告、職場環境改善周知用資料につ 

いての確認及び検討、厚生労働省における「小規模事業場 SC 実施マニュア 

ル（素案）」についての説明を受けた。 

 

配布資料： 

資料№4-1  第３回 令和７年度 小規模事業場におけるメンタルヘルス対策取組 

促進に関するワーキンググループ 議事要旨（案） 

資料№4-2   従業員の「心の健康」メンタルヘルスのアンケート調査結果 

資料№4-3  SC 試行実施結果 

資料№4-4    職場環境改善周知用資料 

資料№4-5    今年度まとめ（案） 

資料№4-6    建設業における令和７年度スケジュール 

参考資料№1  小規模事業場ストレスチェック制度マニュアル（素案） 
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第３回委員会 

日 時 令和８年３月４日 15:00～17：00 

 

場 所 ビジョンセンター田町２階 202 

 

議 事 （１）第２回委員会議事要旨（案）確認 

（２）50 人未満小規模事業場のストレスチェックの導入促進について 

（３）現場での職場環境改善の促進について 

（４）令和６年度報告書（案）について 

（５）その他 

  

内 容  第２回委員会の議事要旨（案）の確認、ワーキンググループ座長からの小

規模事業場の SC 導入促進に関する報告、職場環境改善の促進に向けた検討

及び意見交換及び報告書（案）に対して委員から意見を聴取した。、令和６

年度報告書（案）について検討を行った。 

 

配布資料： 

資料№3-1  第２回議事要旨（案） 

資料№3-2  令和７年度 建設業におけるメンタルヘルス対策のあり方に関する検 

討委員会 報告書（案） 

検討委員会報告書（案） 
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第２章 小規模事業場ストレスチェックの導入促進 

１．ヒアリング調査 

１．１ ヒアリング調査の概要 

(１) 目的 

 

労働安全衛生法の一部を改正する法律が令和７年５月 14 日に公布され、職場

のメンタルヘルス対策として、50 人未満の小規模事業場（以下「小規模事業場」

という。）について SC 実施の義務化が決定された。 

施行は公布後３年以内に政令で定める日とされ、事業場の負担等に配慮し、十

分な準備期間が確保されることとなっている。 

こうした状況も踏まえ、小規模事業場における SC 制度について、建設業の特

性から生じる取組を困難としている課題を明らかにするため、現状把握のため

のヒアリング調査を行い、アンケート調査検討に役立てるとともに課題解決に

向け、今後の取組促進の検討に資する。 

 

(２) 実施時期 

７月～８月 １社１時間から１時間半程度 

 

（３） 調査内容 

① メンタルヘルス対策の取組現状 

② SC 実施状況 

③ メンタルヘルス対策への意見要望 

④ 従業員の健康確保のために実施していること 

 

(４) 調査対象 

従業員 50 人未満規模の建設企業６社 

① 大都市４社及び中小都市２社 

② 総合工事業２社及び専門工事業４社（解体、土木、建築、塗装管理、管

工事） 

③ SC 実施企業１社及び未実施企業５社 

 

企業 所在地 従業員

規模 

SC 

実施状況 

業種 

Ａ 大阪府 18 未 専門工事業（主に解体工事） 

Ｂ 栃木県 35 未 総合工事業（主に建築工事） 

Ｃ 大阪府 39 未 専門工事業（土木） 
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１．２ ヒアリング調査結果 

 ［総括］ 

（１） メンタルヘルス対策として、ヒアリング対象企業の多くは、日々の業務の中

で従業員の体調変化を早期に把握することを重視しており、「問題があれば即

時に現場へ駆けつける」「日頃から事前確認を徹底し、問題発生自体を防ぐ」

といった実践的な取組が行われている。 

 

（２） 地域産業保健センターの存在や活用方法は、多くの企業で認知されていな

い。 

 

（３） SC については、実施１企業（Ｆ社）において「健康経営エキスパートアド

バイザー」が制度を一任されており、個人情報の保護が徹底されている。高ス

トレス者が出た場合にも早期対応ができたため、その後発生していない。 

    一方で、未実施の企業（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ）では、「プライバシー保護」

「個人が特定されやすい」といった制度運用上の懸念が強い。また、SC 制度

の実施よりも普段の接し方で直接状態を確認するなど、現場密着型のコミュ

ニケーションを重視する姿勢がうかがえる。 

 

（４） SC 制度導入に向けた課題として、建設業を取り巻く厳しい事業環境が、メ

ンタルヘルス対策の十分な実施を難しくしている。また、小規模事業場では、

SC の準備から面談対応までを担う専門人材の支援が不可欠である。 

 

１．３ メンタルヘルス対策の取組現状 

(１) 取組内容 

   ・ 週１回、全現場の工事及び社員の状況把握のための環境を整えている。Ａ 

・ 朝礼、朝のラジオ体操を実施し、社員の体調管理をしている。Ａ 

・ 毎日現場を巡回し、仕事の進捗状況を含め話を聞いている。Ｂ 

・ 問題があればすぐ現場に駆けつけるようにしているが、問題が発生しな  

いよう、日頃から事前の確認や対応に努めている。Ａ 

・ パワーハラスメント研修を毎年実施。Ｂ、Ｃ 

・ 年に数回社長との直接面談あり。Ｃ 

・ 社員からメンタル面での不調の相談があれば、適切な配置転換（社員、役 

員問わず）を行なうよう心掛けている。Ｂ 

   ・ 健康診断で提携している医療機関に心療内科があり、担当医もいるのです 

ぐに相談できる体制となっている。Ｂ 

Ｄ 埼玉県 14 未 専門工事業（塗装現場管理業務） 

Ｅ 埼玉県 45～47 予定 総合工事業（建築） 

Ｆ 沖縄県 ９ 実施 専門工事業（管工事） 
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・ 残業や休日出勤等を確認し、過重労働防止（社員増員等）を心掛けている。

（労働時間の管理）Ｂ、Ｅ 

   ・ メンタルヘルス対策として、保険会社からの指導を受けている。Ｄ 

   ・ 航空会社社員講師による接遇研修を実施している。Ｄ 

   ・ 健康組合の生活習慣病、メンタルヘルス相談に行かせている。Ｄ 

   ・ エンゲージメント向上のための取組を実施している。Ｅ 

   ・ 残業は基本的になし。Ｆ 

・ 職場環境については元請がしっかりしているので、現時点では問題ない。逆 

に元請になることで、工期等の問題も重なり心労等が増える。Ｆ 

   ・ 地域産業保健センターを知らない。Ｃ、Ｄ、Ｅ  

 

１．４ SC 実施状況 

(１) 実施企業Ｆ（取組動機、活用状況、実施効果、実施の課題等）  

・ 「健康・家族・会社」を理念に掲げ、健康経営の一環として 2020 年から SC

を導入している。  

・ SC については、「健康経営エキスパートアドバイザー」に一任しており、個  

人情報も厳守されている。高ストレス者が出た場合も早期対応できるため、そ  

の後発生していない。  

 

(２) 未実施企業Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ（その理由、実施に向けた課題等）  

   ・ SC 結果をどのように活用していくかが課題であり、プライバシーの問題も

気になる。Ａ  

   ・ SC を実施するより、普段の接し方の中で問題があるかどうか、ダイレクト  

に聞いていく方がいい。Ａ、Ｂ  

   ・ 今後の業務に差し支える可能性がある。Ａ  

   ・ 集団分析まではできるが、職場環境改善までは難しい。Ｃ  

   ・ 建設現場に合った質問項目ではないため。Ｄ  

・ 小規模事業場で SC を実施すると、対象者が限定されるため、結果から個人  

が識別される恐れがある。Ｄ 

・ SC を行うことで心配事が増えるが、来年の５月実施予定としている。Ｅ  

 

１．５ メンタルヘルス対策に関する意見要望 

(１) メンタルヘルス対策全般  

   ・ メンタルヘルス対策の必要性は理解しているが、日々多忙な業務に追われ

ている業界の実情についても御配慮していただきたい。Ａ 

   ・ 社員など個人のメンタルに関する情報を悪用することのないよう考えてほ 

しい。Ｄ 

   ・ 税率を下げる等の優遇措置を取ってほしい。Ｄ 



- 16 - 

 

    

 

（２） SC 制度 

   ・ 制度周知のための「視覚的な説明」が必要ではないか。Ｃ 

   ・ 個別対応できない企業が実施するのが良いのではないか。Ｂ 

   ・ 制度実施の場合、入札時の加点につながれば増えるのではないか。Ｂ 

   ・ 小規模事業場では、SC の準備から面談までを実施してくれる専門人材が介 

在することが重要。Ｆ 

 

１．６ 従業員の健康確保のためにしていること 

（１） 福利厚生 

・ 社内表彰制度（含む現場単位）。Ｂ、Ｃ  

・ 社員旅行。Ｃ、Ｄ、Ｆ  

・ 食事会。Ｂ、Ｄ  

 

（２） その他 

・ 日々の接し方、声掛け等の環境を整えている。Ａ、Ｆ  

・ 家族への季節贈答。Ａ  

・ コミュニケーションツールのための LINE(R)グループ作成。Ｄ  

・ 年２回の社長面談。Ｅ  

 

  



                                                                             － 17 － 

 

  
企業名 規模 業種 主な取引先

実施日 実施場所 対応者 事務局

①3年以内の義務化は知っているか

①なぜ実施したのですか（動機は何か）

R7.7.23 大阪府 常務、統括部長、工務部長 西田、堀

中小建設事業者におけるメンタルヘルス対策ヒアリング調査（アンケート調査の基礎資料）

Ａ社 18名 専門工事業（主に解体工事）
　　　ゼネコン、公共発注機関

　　　元請の際は専門工事業者特定の2社程度

②どのような取組を考えているか

ヒアリング内容 回答

１．メンタルヘルス対策の

　　取組現状

1-1．取り組んでいる場合、その内容 〇社員18名。20代１名、30代1名(社長）、40代１名、60，70代と低年齢層が少ない。若手社員の定着が課題。外国人が１人いて昨年

１人退職したが、外国人は義理人情に疎く、金で動く面あり。

〇健康診断　年１回実施。クリニックで再検査。

・毎週月曜日夕方、全現場の状況共有メールアドレスでオンラインにより、工事進捗状況から社員の顔色、態度まで状況把握及び社内

全員で共有できる環境を整えている。社長も参加。コロナ禍で見える化の必要性から始めた。

⇒問題あれば社員の状況から現場作業員の状況まで報告する仕組。

・各現場・朝礼でラジオ体操実施。朝礼の際体調等を確認できる。工務部長も何かあればすぐに現場に赴き問題解決するように心がけ

ている。

・普段からコミュニケーションできている。５Sの”S"はしつけ。安全は馴れ合いにならないように気を付けているが、パワハラとしつ

けの境目はどこか、難しい問題。「多様な働き方」に管理職がメンタルを病んでしまうほど若手社員に気を遣わなければいけないの

か。

・地域産業保健センターは知らない。

①衛生推進者等対策を行う担当者の選任

②教育研修、情報提供（管理者向け、労働者向け）

③ストレスチェック分析含む職場環境等の改善

④産業保健スタッフ（地域産保活用含む）による対策の実施

1-2．取り組んでいない場合その理由

①メンタルヘルス不調者がいないため、必要性を認めないため

②プライバシーの保護が難しいため。

③実施体制（人員、経費）が整わず、現状の政府支援では不十分

なため

1-3．今後、取り組み予定の場合

①取り組む予定とした動機、理由について

1-4．地域産業保健センターを知っているか

２．ストレスチェック

　　実施状況

2-1．ストレスチェック制度を知っているか ・３年以内の義務化は知っている。

・ストレスチェックで把握した結果を今後どうしていくかは課題となる。プライバシーの問題も気になる。

・自社の場合、上司が2名しかいないため、チェック項目に、原因となるのが「上司」とあると、人物が特定されてしまう ので、「会

社」等に変更したほうがいい。

・記入する側も特定されるため、正直に記入しない人もいると思う。

・自社のように、人数が少ない企業はストレスチェックを実施するより、ダイレクトに聞いていくほうがいい 。普段の接し方の中で問

題あるか確認ができると思う。規模が大きければそこまで目立たないが、小規模企業はよそよそしくなる等今後の業務に差し支える可

能性あり。

・無記名ストレスチェックについて、現場での実施は、現場単位だと工期も短かったりすると意味がない。その辺りをどうするのか。

⇒無記名SCは、SC制度義務化に伴い、解消する方向で検討中。

2-2．実施している場合の活用状況

②どのように活用しているか

（産業医等の面接指導、集団分析、職場環境改善等）

③実施時に困ったことはあったか

2-3．集団分析、職場環境改善の実施の有無

① 実施している場合その取組内容

②実施していない場合、その理由

４．従業員の健康確保のために何かしているか

（福利厚生等で実施しているものでもよい）

・日々の接し方、声がけし易い状態を作り、上司は手を止めて聞いてあげる状況を作っている。

・安全上の注意はきちっとするが、その後のフォローを考えている。頼りにしていることを伝える 。

・会社で、家族分までの品物（土用丑の日（うなぎ))を送っている。

2-4．実施していない場合、その理由

①プライバシー保護の問題

②手間暇かかり実施体制が整わない

③効果が認められない

３．メンタルヘルス対策に関する意見要望

・今後、解体工事が増える中、民間工事では施主との調整、ゼネコンとの調整、地元住民とのクレーム対応等で忙しい。また、ゼネコ

ンの実施すべき計画書作成等の業務をすることにより、残業等しわ寄せあり。解体工事業は新たなアイデアも生み出さないため、一番

工事費を減額されるが、いざ作業をすると色々な問題(石綿・ダイオキシン等)が発生して工期が遅れることもあるにもかかわらず、解

体工事業者はこうしたことが考慮されない難しい業種といえる。

・メンタルヘルスの必要性も分かるが、業界の状況も配慮してもらいたい。

・日雇い労働者の扱いはどうするのか。ストレスチェックは難しいのではないか。
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  企業名 規模 業種 主な取引先

実施日 実施場所 対応者 事務局

・地産保の名前は知っているが、場所も活動内容も知らない。

①3年以内の義務化は知っているか

①なぜ実施したのですか（動機は何か）

４．従業員の健康確保のために何かしているか

（福利厚生等で実施しているものでもよい）

・食事会等でコミュニケーションを図っている。

・知事等からの表彰実績もあり、社内表彰制度で奨励金など社員のモチベーションを図っている。

2-4．実施していない場合、その理由

①プライバシー保護の問題

②手間暇かかり実施体制が整わない

③効果が認められない

３．メンタルヘルス対策に関する意見要望

・ストレスチェックについては、年代や個人差があるのでこのような制度は、個別に対応できない企業が実施すればよいので

は。

・ストレスチェックを実施した場合に、入札時の加点に繋がれば増えるのではないか（えるぼし等の実施なし）

1-4．地域産業保健センターを知っているか

２．ストレスチェック実施状況

2-1．ストレスチェック制度を知っているか ・制度は知っている（23項目は知らない）。

・社長の意見　できればストレスチェックをやりたくない。結果を見ることにより社長のストレスが増える。

・職員数が少ないことから、コミュニケーションは十分取れていると思う。何かあれば職員は直接社長室に相談に来る。2-2．実施している場合の活用状況

②どのように活用しているか

（産業医等の面接指導、集団分析、職場環境改善等）

③実施時に困ったことはあったか

2-3．集団分析、職場環境改善の実施の有無

① 実施している場合その取組内容

②実施していない場合、その理由

②どのような取組を考えているか

ヒアリング内容 回答

１．メンタルヘルス対策の取組現状

1-1．取り組んでいる場合、その内容 ・発注者は民間80％デベロッパー、個人（大規模現場14階建てマンション　5人現場管理配置）

・職員構成年齢　20代６人、30代３人、40代３人　50代３人　残り50代　女子（内勤）３人

・離職率は少ない、平均で40代になる、再雇用72歳2人。

・毎年工業高校から採用、高校２年生を夏にインターシップとして受け入れ（直接先生からの紹介、親が現場に行くのを反対す

るケースが増えてきている）

・昨年度のメンタルヘルスヒアリング結果の取組は、ほぼ実施している。

・ハラスメント研修を実施（９/18　PM半日研修）協力業者185社に参加依頼（毎年の参加業者は80社程度）

・過去に「うつ」の相談があり。社長配置換えで対応。人が多くなれば性格が合わない等の問題は必ず出てくる。

・健康診断は専門の医療機関と提携している（担当医がいる、自治医大卒）。医療機関には心療内科あり。

・毎日、現場を巡回しており、その都度話を聞いている（仕事の進捗状況等を含む。）

・労働時間管理には、各取締役部長（土木、建築等）が残業、休日出勤を確認し残業が多い場合は増員で対応。

（参考）

・外国人労働者は増加している。ベトナム国籍が多く、職種としては鉄筋、土工が多い。日本語は堪能。

①衛生推進者等対策を行う担当者の選任

②教育研修、情報提供（管理者向け、労働者向け）

③ストレスチェック分析含む職場環境等の改善

④産業保健スタッフ（地域産保活用含む）による対策の実施

1-2．取り組んでいない場合その理由

①メンタルヘルス不調者がいないため、必要性を認めないため

②プライバシーの保護が難しいため。

③実施体制（人員、経費）が整わず、現状の政府支援では不十分なた

め

1-3．今後、取り組み予定の場合

①取り組む予定とした動機、理由について

R7.8.1 栃木県

中小建設事業者におけるメンタルヘルス対策ヒアリング調査（アンケート調査の基礎資料）

Ｂ社
　　　従業員　35人程度

　　　内現場管理者　建築18人、土木2人
総合工事業（主に建築工事）

代表取締役社長

　　　元請（建築80％　民間発注工事、

　　　土木20％　主に舗装工事）

西田、由野
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企業名 規模 業種 主な取引先

実施日 実施場所 対応者 事務局

・産保センターは知らない。聞いたこともない。

①3年以内の義務化は知っているか

①なぜ実施したのですか（動機は何か）

４．従業員の健康確保のために何かしているか

（福利厚生等で実施しているものでもよい）

・現場単位での職長表彰はモチベーションアップにつながる。社内表彰制度は整備中。

・キャンプ、ツーリング等を有志で開催。（有志での集まりのため会社からの補助はなし）

2-4．実施していない場合、その理由

①プライバシー保護の問題

②手間暇かかり実施体制が整わない

③効果が認められない

３．メンタルヘルス対策に関する意見要望

・ストレスチェック制度周知のため、「あなたの心の健康のためになる」といった視覚的な説明が必要ではないか。

1-4．地域産業保健センターを知っているか

２．ストレスチェック実施状況

2-1．ストレスチェック制度を知っているか ・知っている。「○○○建設」はストレスチェックを毎年実施。（元所属していたため知っている。）

・現場が自宅から離れている場合でも、アパート等を借り上げ提供。現場内の宿泊はなし。（プライバシーを確保するため）

・ストレスチェックは現在検討中。（他社がストレスチェックを依頼している会社に依頼予定）

・ストレスチェックは、本人の気づき、集団分析まではできるが、職場環境改善までは難しい。

・現場の職場環境改善については、災防協を活用。例：ガードマンのパラソルだと風にあおられたりして危険なのでボックスタ

イプに変更。休憩所が暗いとの意見を受けLEDライトを追加。

・近隣対策で会社名がないチョッキを全員で着用し、清掃活動を実施。

・現場所長の性格、良い人で言いやすい雰囲気作りがポイント。

・目安箱を設置したことがあったが、意見が全く出なかった。

2-2．実施している場合の活用状況

②どのように活用しているか

（産業医等の面接指導、集団分析、職場環境改善等）

③実施時に困ったことはあったか

2-3．集団分析、職場環境改善の実施の有無

① 実施している場合その取組内容

②実施していない場合、その理由

②どのような取組を考えているか

ヒアリング内容 回答

１．メンタルヘルス対策の取組現状

1-1．取り組んでいる場合、その内容 ・対応者は、元ゼネコン。Ｃ社は元ゼネコンのグループ会社。

・新卒、中途（東海1名）。30代が増えてきている。顧問、幹部は55～60歳。平均年齢は40代。

・定着率は高い。九州の工業高校から新卒を採用。

・転勤を嫌がる職員が増えてきている。転勤を嫌がる職員は地元で勤務。

・中途採用については、特に気を付けている。メンタルでの休職はなし。

・大阪本社は土木工事で７現場元請、１現場下請。東海支店（静岡）年間６現場程度、現在4現場全て下請。

・勤怠管理はシステムで管理（個人ごと）。

・人間関係が一番面倒。小さな現場での上司と合わない場合等は職員を追加等の対策を講じる。（職員追加することにより、コ

ミュニケーションが円滑になる場合がある。）

・パワハラの研修毎年実施。

・健康診断は毎年実施。40歳以上は人間ドック。

・社長が２ヶ月に１度程度直接職員と面談。（東海支店も同様）

・所長、幹部は月に１回ざっくばらんに話す機会を設けている。（東海支店はWEBで参加）

①衛生推進者等対策を行う担当者の選任

②教育研修、情報提供（管理者向け、労働者向け）

③ストレスチェック分析含む職場環境等の改善

④産業保健スタッフ（地域産保活用含む）による対策の実施

1-2．取り組んでいない場合その理由

①メンタルヘルス不調者がいないため、必要性を認めないため

②プライバシーの保護が難しいため。

③実施体制（人員、経費）が整わず、現状の政府支援では不十分なた

め

1-3．今後、取り組み予定の場合

①取り組む予定とした動機、理由について

R7.8.5 大阪府

中小建設事業者におけるメンタルヘルス対策ヒアリング調査（アンケート調査の基礎資料）

Ｃ社 39名
元請がメイン（公共工事）

大手ゼネコン下請け（民間）

西田、由野

土木工事のみ

安全環境部長
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企業名 規模 業種 主な取引先

実施日 実施場所 対応者 事務局

①3年以内の義務化は知っているか

①なぜ実施したのですか（動機は何か）

R7.8.19 埼玉県

中小建設事業者におけるメンタルヘルス対策ヒアリング調査（アンケート調査の基礎資料）

Ｄ社 14人（役員含む）、11人直接雇用 元請（マンション改修等）

西田、由野

塗装から現場管理業務へ変更

　　　代表取締役

　　　取締役副社長

②どのような取組を考えているか

ヒアリング内容 回答

１．メンタルヘルス対策の取組現状

1-1．取り組んでいる場合、その内容 ・年齢構成　20代2人、30代３人（部長補佐）、40代１人（部長）、60代１人、70代１人　全て現場管理　内勤４人。

・会社と契約し現場管理。一人親方とは契約しない。専門工事業者と契約し、現場管理。（社会保険加入等を確認している。）

・メンタルヘルス対策については、保険会社からの指導を受けている。ストレスチェックは実施予定。健康経営の認定を目指し

ている。従業員に長く働いてほしいため。心の健康に取り組んでいる（有料のメンタルアプリ契約）、食事のカロリー等も分か

るアプリで会社が契約している。保険会社の取組で契約すると退職金に充てられるようになっている。

・リモートでJALの方を講師として接遇の研修等も実施。

・川口市の建設業協会を活用し、健康診断を受診。埼玉県の土健保を活用し、生活習慣病、メンタルヘルスの相談に行かせてい

る（就業時間内）。ストレスチェックを実施する場合には健康診断と同時に行う予定。

・採用について、中途、中卒、高卒、建設業に初めて就職等様々な人を採用している。人材紹介会社を活用。（リクルート、ハ

ローワークは全然ダメ）勤務時間8：00～5：00残業はあまりない。

・休日出勤は必ず代休を取得させている。

①衛生推進者等対策を行う担当者の選任

②教育研修、情報提供（管理者向け、労働者向け）

③ストレスチェック分析含む職場環境等の改善

④産業保健スタッフ（地域産保活用含む）による対策の実施

1-2．取り組んでいない場合その理由

①メンタルヘルス不調者がいないため、必要性を認めないため

②プライバシーの保護が難しいため。

③実施体制（人員、経費）が整わず、現状の政府支援では不十分なた

め

1-3．今後、取り組み予定の場合

①取り組む予定とした動機、理由について

1-4．地域産業保健センターを知っているか ・地産保知らない。

２．ストレスチェック実施状況

2-1．ストレスチェック制度を知っているか ・質問項目を検討してほしい。現場に出ている作業員が回答すると必ず悪いところに印が付く。現場で働いていて疲れないわけ

がない。自分のペースで仕事ができることはほとんどない。（建設現場に合った質問項目）

・結果についても知られたくない社員もいる。少ない人数だとバレてしまう可能性が高い。

・義務に罰則はあるのか。やらなければペナルティが無いと取り組まない。

・教材についても、大手ゼネコンの教材ではなく分かりやすいものが必要。

・講習会を開催し、事業場から必ず１人は受講させる等の条件を付けて実施させなければやらない。

・無記名ストレスチェックは１度実施した。会社は何もしてくれいない、やる気のない意見、体の相談があった。

2-2．実施している場合の活用状況

②どのように活用しているか

（産業医等の面接指導、集団分析、職場環境改善等）

③実施時に困ったことはあったか

2-3．集団分析、職場環境改善の実施の有無

① 実施している場合その取組内容

・入職して１年弱の職員が休職（現場４ヶ月、半年後退職）。少ない人数で休職者が出ると会社は持たない。

・ネットなどで診断書を提出して休職で傷病手当金・障害年金をもらう方法などが出ているらしい。採用時の面接ではそのよう

な人物を見抜けない。

・メンタルを悪用することのないように考えてほしい。

・税率を下げる等の措置を取ってほしい。給料を上げても税金で取られるだけ、やりがいを削いでいる。事業者の負担とストレ

スが増えるだけ。事務の負担になるだけ。

４．従業員の健康確保のために何かしているか

（福利厚生等で実施しているものでもよい）

・コミュニケーションツールとして、グループLINE(R)を作成している。

・月１回会議を開催、終了後食事会。社員旅行、BBQ等も開催（費用は会社持ち）

②実施していない場合、その理由

2-4．実施していない場合、その理由

①プライバシー保護の問題

②手間暇かかり実施体制が整わない

③効果が認められない

３．メンタルヘルス対策に関する意見要望
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企業名 規模 業種 主な取引先

実施日 実施場所 対応者 事務局

①3年以内の義務化は知っているか

①なぜ実施したのですか（動機は何か）

・実施しようと思えば何時でもできる。来年の５月（健康診断等同時期）を予定。

４．従業員の健康確保のために何かしているか

（福利厚生等で実施しているものでもよい）

・時期を決めて社長が面談（年２回）

・労働時間（残業）の管理には気を遣っている。

・本社は週休２日、現場は土曜出勤。労働時間が短縮されたため。

②実施していない場合、その理由

2-4．実施していない場合、その理由

①プライバシー保護の問題

②手間暇かかり実施体制が整わない

③効果が認められない

３．メンタルヘルス対策に関する意見要望

1-4．地域産業保健センターを知っているか ・地産保知らない。連絡先、場所を教えて欲しい。

２．ストレスチェック実施状況

2-1．ストレスチェック制度を知っているか ・健康診断は直接病院と契約。

・ストレスチェック外部委託予定、業者を選定中（３社程度から選定予定　価格を参考にする）。WEB予定。

・ストレスチェックを行うことで、社長のストレスが高くなる（心配事が増える）。

・現在までにパワハラ、いじめ等の相談は無。

・メンタル不調者１名、学生時代のものが再発（退職済み）

・エンゲージメント調査はやっている。（現場でできるものも含む。）

2-2．実施している場合の活用状況

②どのように活用しているか

（産業医等の面接指導、集団分析、職場環境改善等）

③実施時に困ったことはあったか

2-3．集団分析、職場環境改善の実施の有無

① 実施している場合その取組内容

②どのような取組を考えているか

ヒアリング内容 回答

１．メンタルヘルス対策の取組現状

1-1．取り組んでいる場合、その内容 ・健康経営優良法人は所得済み。（未確認）

・主な業務は現場管理業務。

・50人中約半数は内勤。

・40、50、60代が多い。30、40代が少ない。平均41歳程度。最高齢67歳（現場配置時は年齢を考慮している）。女性５人。

在職平均年数約13年。

・インボイス、労働時間の45時間規制 は下請に対して何のメリットもない。元請の責任が大きくなっているだけ、もう少し働く

人のことを考えた規制にしてほしい。

・人手不足。時間規制の影響が大きい。

・ハローワークはダメ、失業者を紹介してくるだけ。リクルートは小さい会社だと人が来ない（費用により取扱いが大きく違う

ため）。専門学校から採用（毎年採用しているので学校紹介）。毎年１名程度採用。

・外国人（中国）で現場管理業務に従事（退職）

①衛生推進者等対策を行う担当者の選任

②教育研修、情報提供（管理者向け、労働者向け）

③ストレスチェック分析含む職場環境等の改善

④産業保健スタッフ（地域産保活用含む）による対策の実施

1-2．取り組んでいない場合その理由

①メンタルヘルス不調者がいないため、必要性を認めないため

②プライバシーの保護が難しいため。

③実施体制（人員、経費）が整わず、現状の政府支援では不十分なた

め

1-3．今後、取り組み予定の場合

①取り組む予定とした動機、理由について

R7.8.26 埼玉県

中小建設事業者におけるメンタルヘルス対策ヒアリング調査（アンケート調査の基礎資料）

Ｅ社 45～47人（50人未満） 元請

埼玉県支部大野、西田、由野

建築

　　　代表取締役社長

　　　取締役　建築部長
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企業名 規模 業種 主な取引先

実施日 実施場所 対応者 事務局

・知っている。現場環境について担当者が来社したことがある。

①3年以内の義務化は知っているか

①なぜ実施したのですか（動機は何か）

４．従業員の健康確保のために何かしているか

（福利厚生等で実施しているものでもよい）

・年一回の社員旅行。

・面接等は行っていない。毎朝声掛けはしている。業務日誌は毎日確認。（土曜日はイベント等で出勤、ボランティア、防災の

日）

・セミナー等は就業時間内に全員参加（アルコール摂取　ビール会社講師、熱中症　製薬会社講師）

2-4．実施していない場合、その理由

①プライバシー保護の問題

②手間暇かかり実施体制が整わない

③効果が認められない

３．メンタルヘルス対策に関する意見要望

・小規模事業場では、△△氏のようにストレスチェックの準備から面談までを実施してくれる専門人材が介在することが重要。

1-4．地域産業保健センターを知っているか

２．ストレスチェック実施状況

2-1．ストレスチェック制度を知っているか ・ストレスチェックは、毎年実施（2020年から）している。

・健康診断は別の時期に実施。

・実施者はF社だが、実際の業務はa氏が実施。ストレスチェックの説明から分析、面談まで。

・ストレスチェックの実績があるa氏が実施することにより、個人情報が厳守されている。初回高ストレス者が出たが、面談等早

めの対応により、その後出ていない。

・SC担当者について（健康経営エキスパート・アドバイザーは商工会の資格）

　400名程度の病院で看護師　→　病院事務へ配置換え　→　労務管理・人事企画

　病院でのストレスチェック実施、３年後には高ストレス者０人達成の実績あり。

　2020年に健康経営に熱心な企業として、F社に取材で訪れ関係を構築。

2-2．実施している場合の活用状況

②どのように活用しているか

（産業医等の面接指導、集団分析、職場環境改善等）

③実施時に困ったことはあったか

2-3．集団分析、職場環境改善の実施の有無

① 実施している場合その取組内容

②実施していない場合、その理由

②どのような取組を考えているか

ヒアリング内容 回答

１．メンタルヘルス対策の取組現状

1-1．取り組んでいる場合、その内容 【ストレスチェック実施企業】

・「健康・家族・会社」を理念に掲げており、健康経営の一環として、ストレスチェックを導入した。

・「こころの耳」記事掲載時より従業員数が5名減となっている理由は、独立（一人親方）、大手設備会社への転職、消火設備会

社への転職等全員円満退社によるもの。

・年齢構成　50代　２人、40代　４人、30代　２人、20代　１人（工業高校新卒採用）。男性７名、女性２名（全員現場）。

・勤務時間8：30～17：00。残業は基本的なし。

・新規採用は特に募集なし。自主的に当社で働きたい人がいれば採用。

・職場環境については、元請がしっかりしているので問題ない。逆に元請になることにより心労等が増える。（工期等の問題）

・こころの耳　９月か10月号に新しい記事が出るので見てほしい。

①衛生推進者等対策を行う担当者の選任

②教育研修、情報提供（管理者向け、労働者向け）

③ストレスチェック分析含む職場環境等の改善

④産業保健スタッフ（地域産保活用含む）による対策の実施

1-2．取り組んでいない場合その理由

①メンタルヘルス不調者がいないため、必要性を認めないため

②プライバシーの保護が難しいため。

③実施体制（人員、経費）が整わず、現状の政府支援では不十分なた

め

1-3．今後、取り組み予定の場合

①取り組む予定とした動機、理由について

R7.8.28 沖縄県

中小建設事業者におけるメンタルヘルス対策ヒアリング調査（アンケート調査の基礎資料）

Ｆ社 ９名
　　　下請90％大手建設工事ゼネコン

　　　公共工事、JVでの下請けで参加

西田、由野

管工事業

　　　代表取締役社長、工事部担当者

    　　健康経営エキスパート・アドバイザー（看護師）
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２．アンケート調査 

２．１ アンケート調査概要 

(１) 目的 

50 人未満規模建設工事業者におけるメンタルヘルス対策や SC 認知度、取組 

状況、課題等について、試行的に実態把握を行い、義務化される SC 制度の導 

入促進の検討に役立てる。 

 

(２) 調査時期 

①９月 29 日：某建災防支部主催安全大会参加総合工事業者等企業（約 400 

社） 

②12 月５日：某建災防支部開催専門工事業安全大会参加企業（約 100 社） 

 

  (３) 結果概要 

 ①総合工事

業者 

②専門工事

業者 

回
収
数 

10 人未満 

10～30 人未満 

30～50 人未満 

44 社 21％ 

94 社 46％ 

34 社 17％ 

206 社中 

21 社 28％ 

19 社 26％ 

５社７％ 

74 社中 

結

果

の

ポ

イ

ン

ト  

①メンタルヘルス対策取組 

・上司が定期的に職員の話を聞く

機会を設けている。 

・メンタルヘルスについての教育

をしている。 

 

86 社 42％ 

 

36 社 17％ 

 

31 社 42％ 

 

７社９％ 

②SC の認知度 

・「知っていた。」企業数・割合 

うち 10 人未満企業 

 

137 社 67％ 

21 社 48％ 

 

36 社 49％ 

12 社 57％ 

③SC の取組状況 

・「取り組んでいる。」企業数・割合 

うち 10 人未満企業 

・全回答数に対しての取り組んで

いる割合 

 

 

 

 

 

 

58 社 42％ 

３社 7％ 

28％ 

 

 

17 社 47％ 

５社 24％ 

23％ 

SC 実施事業場（建設業）割合：50 人未満 23.9％  

【令和 5 年労働安全衛生調査】（厚生労働省）  
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  ②専門工事

業者 

④取り組んだ結果 

・職員が自身の不調に気が付いた。 

・長時間労働が減った。 

・職場の雰囲気がよくなった。 

 

26 社 

17 社 

16 社 

 

７社 

３社 

11 社 

 

 （４）総括 

    本調査の結果、メンタルヘルス対策として、「上司が定期的に職員の話を聞く」 

は、総合工事業者、専門工事業者ともに約４割と同等であり違いは見られなか 

った。 

SC の認知度は、総合工事業者で高い一方、取組割合は、専門工事業者がやや 

   上回る結果となった。取組の効果としては、総合工事業者では不調の早期気付 

   きや長時間労働の減少、専門工事業者では職場の雰囲気改善が見られた。 

いずれも、回答者は当協会会員企業のうちの大会参加企業であり、取組への 

意識が高いと考えられる。 

 

アンケート調査結果については次ページ以降に示す。 

①総合工事業者等企業 206 社……… 

②専門工事業者等企業 74 社 ……… 

アンケート調査票……………………… 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

①総合工事

業者 

p25 

p30 

p34 
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①総合工事業者等企業 

○9月29日、建災防支部主催安全大会参加企業50人未満規模（不明含む）206企業から回答。総合工事業者が56.8％

工事の種類 比率

１．総合工事 17 8.3%

２．総合土木 75 36.4%

３．総合建築 25 12.1%

４．大工 0 0.0%

５．左官 0 0.0%

６．とび・土木・コンクリート 0 0.0%

７．石 1 0.5%

８．屋根 0 0.0%

９．電気 16 7.8%

10．管 25 12.1%

11．タイル・煉瓦・ブロック 0 0.0%

12．鋼構造物 0 0.0%

13．鉄筋 0 0.0%

14．舗装 2 1.0%

15．しゅんせつ 0 0.0%

16．板金 0 0.0%

17．ガラス 0 0.0%

18．塗装 1 0.5%

19．防水 0 0.0%

20．内装仕上 0 0.0%

21．機械機器設備 0 0.0%

22．熱絶縁 0 0.0%

23．電気通信 0 0.0%

24．造園 7 3.4%

25．さく井 0 0.0%

26．建具 0 0.0%

27．水道施設 0 0.0%

28．消防設備 0 0.0%

29．清掃施設 0 0.0%

30．解体 1 0.5%

31．不明 36 17.5%

出典：建設業法第2条及び別表第一 合計 206

○規模別では、10人～30人が46％と最も多い。

従業員数 比率

１．30人以上50人未満 34 17%

２．10人以上30人未満 94 46%

３．10人未満 44 21%

４．不明 34 17%

合計 206

従業員の「心の健康」メンタルヘルスのアンケート調査結果

8.3%

36.4%

12.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.5%

0.0%

7.8%

12.1%

0.0%

0.0%

0.0%

1.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

3.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.5%

17.5%

17%

46%21%

17%
30人以上

50人未満
不明

10人未満

10人以上

30人未満
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問１．自社でメンタルヘルス対策に関連するような取り組みはありますか？（複数回答可）

項目 回答数 比率

①会社で優秀な職員を表彰している。 23 11%

②上司が定期的に職員の話を聞く機会を設けている。 86 42%

③メンタルヘルスについての教育等を実施している。 36 17%

④その他（自由記述）  ※ 12 6%

合計 157 母数（n）=206（回答企業数）

※ ④その他

・チラシ等啓発活動。 1

・朝礼にて問題がないかの確認。 1

・加入している保険会社メンタルヘルスサポートを利用している。 2

・安全委員会でアンケート実施。 1

・相談窓口の設置。 1

・チェックシートを用いて調査をしている。 1

問２．ストレスチェックを知っていましたか？

項目 回答数 比率

①知っていた。　※ 137 67%

②知らなかった。　※2　 69 33%

合計 206

※ ①従業員数 規模別割合（知っていた） 比率

１．30人以上50人未満 28/34 28 82%

２．10人以上30人未満 71/94 71 76%

３．10人未満 21/44 21 48%

４．不明 17 17 12%

137 母数（n）= 34.94.44

従業員の「心の健康」メンタルヘルスのアンケート調査結果

11%

42%

17%

6%

82%

76%

48%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

最も多かったのは「②上司が定期的に職員の話を聞く機会を設けている。」で全体の42％（86社）が該当した。

次いで「③メンタルヘルスに関する教育等の実施。」17％（36社）、「①優秀な職員の表彰。」11％（23社）となった。

今後ストレスチェックの実施が義務化される50人未満小規模事業場において67％（137社）が「知っていた。」と回答し

た。一方で、33％（69社）が「知らなかった。」と回答していた。また、この状況を従業員規模別に見ると、30人以上50

人未満の事業場では82％、10人以上30人未満の事業場では76％が「知っていた。」と回答した一方で、10人未満の事業場

では「知っていた。」が48％となり、低い認知度となった。

67%

33%

知っていた

知らな

かった
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   ※2 ②知らなかった（不明点やご意見等）

・ストレスチェックの内容を地域産業保健センターに確認します。 1

・できるだけ早くストレスチェックを実施したいと思う。 1

・ストレスチェック窓口相談者として知識を深めたい。 1

・何に役立つかわからない。 1

・やり方がわからない。 1

・どこに聞けばいいかわからない。 1

・ストレスチェック実施に費用がかかるのでやりたくない。 1

・職員にメンタルヘルス不調者がいない。 1

・やる意味がわからない。 1

・個人情報なので、チェックに答える人、答えを回収する人両方のストレスが

増すのでは？弊社は5人以下の会社なので実施はかなり難しい。

問３．ストレスチェックに取り組んでいますか？

項目 回答数 比率

①取り組んでいる。 　※ 58 42%

②取り組んでいない。（ア）へ　※2 79 58%

合計 137

※ ①従業員数 規模別割合（取り組んでいる）

１．30人以上50人未満 21/34 21 62%

２．10人以上30人未満 24/94 24 26%

３．10人未満 3/44 3 7%

４．不明 10 10 17%

48 58 母数（n）= 34.94.44

※2 （ア）②取り組んでいない理由（複数回答可）

①何に役立つかわからない。 7 8.9%

②やり方がわからない。 46 58.2%

③どこに聞けばいいかわからない。 17 21.5%

④ストレスチェック実施に費用が掛かるので

やりたくない。

⑤職員にメンタルヘルス不調者など出たことが

ないから。

⑥その他※ 20 25.3%

合計 110 母数（n）=79

15

6.3%

19.0%

1

5

62%

26%

7%

0% 20% 40% 60% 80%

ストレスチェックへの取組状況については、「取り組んでいる。」と回答した事業場は42％（58社）、「取り組んでい

ない。」は58％（79社）と、未実施の事業場が過半数を占める結果となった。

また、この状況を従業員規模別に見ると、30人以上50人未満の事業場では、62％（21/34）が実施しており、比較的高い

実施率となったが、10人以上30人未満では、26％（24/94）と半数を大きく下回り、10人未満の事業場では、わずか7％

（3/44）にとどまり、小規模事業場ほど実施率が低下する結果となった。

「取り組んでいない。」理由（複数回答）として、「やり方がわからない。」（46）が最も多く、次いで「どこに聞け

ばいいかわからない。」（17）、「職員にメンタルヘルス不調者が出たことがない。」（15）が多かった。「その他」と

しては、「今後取り組む予定。」（７）が多かった。

8.9%

58.2%

21.5%

6.3%

19.0%

25.3%

42%58%

取り組んで

いる

取り組んで

いない

※参考として

全回答数206社に対しての取組状況は、

「取り組んでいる。」事業場は28％、

「取り組んでいない。」事業場は38％、

「取組不明」事業場は34％となっている。
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   ※⑥その他

・今後取り組む予定。 7

・職員の健康状態は常に把握できている。 3

・担当者、時間の確保等が難しい。 1

・現状義務化ではないため。 2

・多忙のため経営側に余裕がない。 1

・自分に権限がないため。 2

・健康診断で1度だけチェックして終了してしまった。 1

・本当のストレスチェックになっているか分からない。 1

・チェック後にストレスが高い社員に対する対応が不明なため。 1

・ストレスが高い社員は現場から外すのか？担当者としての責を外すのか？

減給になるのか？本人の意思と合わない場合がある。

・ストレスチェック実施に向けて、社員の理解が得られるようにしてほしい。 1

問４．取り組んだ結果どうなりましたか？（複数回答可）

項目 回答数 比率

①職員が自身の不調に気が付いた。 26 45%

②職場の雰囲気がよくなった。 16 28%

③けがや事故が減った。 7 12%

④長時間労働が減った。 17 29%

⑤その他（自由記述）　※ 8 14%

⑥役に立たなかった。（イ）へ　※2 5 9%

合計 79 ※母数（n）=58

※ ⑤その他（自由記述）

・メンタルが悪い社員を発見できた。 1

・1か月ほど前に実施し、結果はまだ分からない。 1

・働き方改革対策の指標となった。 1

・ノー残業デーの実施。 1

※2 （イ）⑥役に立たなかった（複数回答可）

①やる意味がわからない。 0

②職員の健康状態は常に把握できている。 1

③結果、何の役にも立っていない。 3

④義務化に向けてやってみただけ。 2

⑤その他（自由記述）※ 1

合計 7

1

45%

28%

12%

29%

14%

9%

取り組んだ結果については、「職員が自身の不調に気が付いた。」（26）が最も多く、次いで「長時間労働が減った。」

（17）、「職場の雰囲気がよくなった。」（16）が多かった。
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※ ⑤その他（自由記述）

・社員の反応がいまいち。 1

・改善をするためにどうするか。会社が何をするか。結果を見るだけでは何も

分からなかった。

・無記名でやっているので、対象者が分からない。 1

問５．取り組んだ時に大変だったことはありますか？（自由記述）

・全員のストレスチェックのタイミング。 1

・チェック表の記入（作業員の）。 1

・勤怠管理の導入。 1

・心の不調が見受けられた時には、あせらず、まめに声をかける。

声をかけるタイミングには気を遣うことが大変。

・各社員に話を聞くこと。 1

・個人のことが多く専門家に依頼している。 1

・面談の時間を設けること。 1

・何をやるか。 1

・集計作業。 1

・どこまで聞いていいのか難しかった。 1

・メンタルヘルスの概念は若い人ほどあるように感じた。（甘えと感じるほど） 

年配の方は、どこか他人事のような感じ。（そういう時代を生きてきたから）

・具体的なケア案自体が難しく、メンタルの状態が分かっても、直接的な解決

方法ではなかった。

・個人の意見をなかなか話してくれなかった。 1

・徐々に時間をかけて対応していった。 1

問６．取り組んでいて困ったときにはどのように対処しましたか。（自由記述）

・アンケートの集計・分析。 1

・残業超過について、個別に指導している。 1

・コミュニケーションを取り合い、従業員同士の不調に気付いた時には

連絡を密に取り合う。

・一人で行わず複数人で対処。 1

・時間の問題が大きかったので、面接時間を短くしたり、1日間を使って全員と

面談を行うことで対応した。

・委員会で検討した。 1

・継続的な教育をする。「ツライ」ことは悪いことじゃないという雰囲気を作る。 1

・産業医、専門医等に相談し、対応している。 1

・上司に相談できることはできる限り相談に乗ってもらった。 1

・時間をかけることと、ふだんからの声かけを多くしていった。 1

1

1

1

1

1

1
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②専門工事業者等企業 

○12月5日、建災防支部主催専門工事大会参加企業50人未満規模（不明含む）74企業から回答。

工事の種類 比率

１．総合工事 0 0.0%

２．総合土木 2 2.7%

３．総合建築 1 1.4%

４．大工 3 4.1%

５．左官 3 4.1%

６．とび・土木・コンクリート 18 24.3%

７．石 0 0.0%

８．屋根 4 5.4%

９．電気 12 16.2%

10．管 14 18.9%

11．タイル・煉瓦・ブロック 0 0.0%

12．鋼構造物 1 1.4%

13．鉄筋 1 1.4%

14．舗装 0 0.0%

15．しゅんせつ 0 0.0%

16．板金 1 1.4%

17．ガラス 0 0.0%

18．塗装 5 6.8%

19．防水 0 0.0%

20．内装仕上 1 1.4%

21．機械機器設備 0 0.0%

22．熱絶縁 0 0.0%

23．電気通信 0 0.0%

24．造園 3 4.1%

25．さく井 0 0.0%

26．建具 0 0.0%

27．水道施設 2 2.7%

28．消防設備 0 0.0%

29．清掃施設 0 0.0%

30．解体 0 0.0%

31．不明 3 4.1%

出典：建設業法第2条及び別表第一 合計 74

○規模別では、10人未満が28％と最も多い。

従業員数 比率

１．30人以上50人未満 5 7%

２．10人以上30人未満 19 26%

３．10人未満 21 28%

４．不明 29 39%

合計 74

従業員の「心の健康」メンタルヘルスのアンケート調査結果

0.0%

2.7%

1.4%

4.1%

4.1%

24.3%

0.0%

5.4%

16.2%

18.9%

0.0%

1.4%

1.4%

0.0%

0.0%

1.4%

0.0%

6.8%

0.0%

1.4%

0.0%

0.0%

0.0%

4.1%

0.0%

0.0%

2.7%

0.0%

0.0%

0.0%

4.1%

7%

26%

28%

39%

不明

10人未満

10人以上

30人未満

30人以上

50人未満

最も多かったのは、とび・土木・コンクリートで全体の24.3％（18社）が該当した。次いで管工事18.9％（14社）、電気

工事16.2％（12社）となった。
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問１．自社でメンタルヘルス対策に関連するような取組はありますか？（複数回答可）

項目 回答数 比率

①会社で優秀な職員を表彰している。 6 8%

②上司が定期的に職員の話を聞く機会を設けている。 31 42%

③メンタルヘルスについての教育等を実施している。 7 9%

④その他（自由記述）  ※ 1 1%

合計 45 母数（n）=74（回答企業数）

※ ④その他

・月に一回職員にアンケート実施（体調、心の調子） 1

問２．ストレスチェックを知っていましたか？

項目 回答数 比率

①知っていた。　※ 36 49%

②知らなかった。　※2　 38 51%

合計 74

※ ①従業員数 規模別割合（知っていた） 比率

１．30人以上50人未満 5/5 5 100%

２．10人以上30人未満 6/19 6 32%

３．10人未満 12/21 12 57%

４．不明 13 13 36%

36 母数（n）= 5.19.21

※2 ②知らなかった（不明点やご意見等）

・やり方がわからない。 10

・どこに聞けばいいかわからない。 4

・何に役立つかわからない。 2

・職員にメンタルヘルス不調者がいない。 2

・知識・認識がなかった。 1

従業員の「心の健康」メンタルヘルスのアンケート調査結果

8%

42%

9%

1%

100%

32%

57%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

最も多かったのは「②上司が定期的に職員の話を聞く機会を設けている。」で全体の42％（31社）が該当した。

次いで「③メンタルヘルスに関する教育等の実施。」9％（7社）、「①優秀な職員の表彰。」8％（6社）、となった。

今後ストレスチェックの実施が義務化される50人未満小規模事業場において51％（38社）が「知らなかった。」と回答した。

一方で、49％（36社）が「知っていた。」と回答していた。また、この状況を従業員規模別に見ると、30人以上50人未満の

事業場では100％、10人以上30人未満の事業場では32％、10人未満の事業場では57％が「知っていた。」となり、認知度に差

が見られた。

49%51%

知っていた知らなか

った
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   問３．ストレスチェックに取り組んでいますか？

項目 回答数 比率

①取り組んでいる 。　※ 17 47%

②取り組んでいない。（ア）へ　※2 19 53%

合計 36

※ ①従業員数 規模別割合（取り組んでいる）

１．30人以上50人未満 3/5 3 60%

２．10人以上30人未満 1/19 1 5%

３．10人未満 5/21 5 24%

４．不明 8 8 47%

48 17 母数（n）= 5.19.21

※2 （ア）②取り組んでいない理由（複数回答可）

①何に役立つかわからない。 2 10.5%

②やり方がわからない。 8 42.1%

③どこに聞けばいいかわからない。 5 26.3%

④ストレスチェック実施に費用が掛かるので

やりたくない。

⑤職員にメンタルヘルス不調者など出たことが

ないから。

⑥その他※ 4 21.1%

合計 21 母数（n）=19

※⑥その他

・家族経営のため何でも言い合える環境である。 2

・検討中 1

・無回答 1

1 5.3%

1 5.3%

60%

5%

24%

0% 20% 40% 60% 80%

ストレスチェックへの取組状況については、「取り組んでいる。」と回答した事業場は47％（17社）、「取り組んでい

ない。」は53％（19社）と、未実施の事業場が過半数を占める結果となった。

また、この状況を従業員規模別に見ると、30人以上50人未満の事業場では、60％（3/5）が実施しており、比較的高い実

施率となったが、10人以上30人未満では、5％（1/19）、10人未満の事業場では、24%（5/21）と半数を大きく下回る結果

となった。

「取り組んでいない。」理由（複数回答）として、「やり方がわからない。」（8）が最も多く、次いで「どこに聞けば

いいかわからない。」（5）、「何に役立つかわからない。」（2）が多かった。「その他」としては、「家族経営のため

何でも言い合える環境。」（2）が多かった。

10.5%

42.1%

26.3%

5.3%

5.3%

21.1%

47%53%

取り組んで

いる

取り組んで

いない

※参考として

全回答数74社に対しての取組状況は、

「取り組んでいる。」事業場は23％、

「取り組んでいない。」事業場は26％、

「取組不明」事業場は51％となってい

る。
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問４．取り組んだ結果どうなりましたか？（複数回答可）

項目 回答数 比率

①職員が自身の不調に気が付いた。 7 41%

②職場の雰囲気がよくなった。 11 65%

③けがや事故が減った。 0 0%

④長時間労働が減った。 3 18%

⑤その他（自由記述）　 0 0%

⑥役に立たなかった。（イ）へ　 0 0%

合計 21 ※母数（n）=17

問５．取り組んだ時に大変だったことはありますか？（自由記述）

・一人ひとりのストレスが違うのでそれをまとめること。 1

問６．取り組んでいて困ったときにはどのように対処しましたか。（自由記述）

・顔を合わせる機会を設け食事会を開催。 1

41%

65%

0%

18%

0%

0%

取り組んだ結果については、「職場の雰囲気がよくなった。」（11）が最も多く、次いで「職員が自身の不調に気が付

いた。」（7）、「長時間労働が減った。」（3）となった。
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３．ストレスチェック試行実施 

３．１ 試行実施概要 

（１） 目的 
小規模事業場における SC 制度の取組促進に向け、個人情報の保護、従業員か 

らの率直な回答の担保等の SC 制度実施上の困難性をあぶり出し、円滑な導入及 

び定着に向けて、望ましい手順や留意点を模索することを目的として、小規模 

建設企業に対して建災防支援のもと SC を試行的に実施した。 

 

 （２） 実施時期：９月～12 月 

 

（３） 試行実施対象：ヒアリング対象企業を含む小規模建設企業３社 

           ①専門工事業者１社（企業Ａ） 

           ②総合工事業者２社（企業Ｂ、Ｃ） 

（４） 結果概要 

[総括] 

令和７年度の SC 試行実施の課題として、メールアドレスの収集等の初期設定 

や、一部従業員におけるスマートフォン操作の難しさ、実施率の確保等の課題 

が明らかとなった。 

一方で、事業者が制度の説明を行うことで受検への理解が進み、職場の状況 

を把握し職場環境の改善や業務負担の見直し等を検討するきっかけとなる等、 

SC を実施する意義も確認された。 

集団分析では、企業ごとに「改善着手が必要な職場」「良好な状態を維持する 

職場」「サポート体制を強化すべき職場」といった違いが見られ、各社の状況に 

応じた、段階的かつ継続的な職場環境改善が重要であることが示された。 

また、労働者のストレスが、暑熱環境によって影響を受けた可能性がるため、 

建設業の業種特性を考慮した職場環境改善が労働者のストレス対策としても重 

要であると言え、今後この点をさらに検討していく必要がある。 

 

各企業の SC 集団分析結果については次ページ（p37～p39）に示す。 
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[企業Ａ]専門工事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１－１「企業Ａ」SC 集団分析結果 

 

企業Ａの SC 受検期間は令和７年９月～10 月。対象者 39 人に対して受検者は 28

人、受検率 71.8％、高ストレス者数は８人、高ストレス者率 28.6％という結果とな 

った。また、「仕事について」「ストレス反応について」「周囲のサポートについて」 

「満足度について」の偏差値は平均以下となり、「総合評価Ｃ」判定となっている。 

  本集団分析結果から、企業Ａでは、仕事の量的・質的負担、身体的負担度に対する 

負担感が大きく、高ストレス者率も高いことが確認され、メンタルヘルス上のリス 

クが高い傾向にある。 

 また、真夏の繁忙期に実施されたこと、左官業という業種特性上、屋外作業が中心 

であり、天候や気温の影響を受けやすいこと、また、業務量や作業内容を個人でコン 

トロールすることが難しく、職場環境も現場ごとに大きく異なることから、身体的 

負担が一時的に増し、このような評価となった。 

 運用面では、初期設定に問題はなかったものの、スマートフォン操作に関する理 

解不足等により、実施率に影響があったと考えられる。事務部門と現場部門で結果 

に差が見られた点も特徴的である。 
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[企業Ｂ]総合工事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１－２「企業Ｂ」SC 集団分析結果 

 

企業Ｂの SC 受検期間は令和７年度９月～10 月。対象者数 23 人に対して受検者数 

は 21 人、受検率 91.3％、高ストレス者０人、高ストレス者率 0.0％という結果とな 

った。また、「仕事について」「ストレス反応について」「周囲のサポートについて」 

「満足度について」の偏差値は平均以上となり、「総合評価Ａ」判定となっている。 

 本集団分析結果から、企業Ｂでは、仕事の量的・質的負担及び身体的負担度につ 

いてはややストレスが高い傾向が見られるものの、メンタルヘルス上のリスクは極 

めて低く、安定した組織であることが伺える。また、周囲からのサポートも手厚く、 

良好な職場環境であることが確認された。 

 今後も、現状の良好な職場環境を維持するとともに、業務負担の状況については、 

継続的に確認を行い、必要に応じた職場環境改善を検討していくことが望まれる。 

 運用面では、初期設定時にメールアドレス登録に時間を要したものの、大きな問 

題は見られなかった。一方で、事業者が高ストレス者を把握できない SC の仕組に対 

しフォローにつなげにくいとの意見が示された。 
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[企業Ｃ]総合工事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１－３「企業Ｃ」SC 集団分析結果 

 

企業Ｃの SC 受検期間は、令和７年 12 月。対象者 14 人に対して受検者は 14 人、 

 受検率 100％、高ストレス者数は 1 人、高ストレス者率 7.1％という結果となった。 

  また、「仕事について」「ストレス反応について」「満足度について」の偏差値は平 

均以上、「周囲のサポートについて」は平均以下となり、「総合評価Ｂ」判定となって 

いる。本集団分析結果から、企業Ｃでは、「仕事について」の偏差値が高く、社員は 

裁量やスキルを活かし、前向きに業務に取り組めていることが示唆される。 

 一方、「周囲からのサポート」及び「家庭の満足度」の偏差値が低めであることか 

ら、サポートが得にくい環境にあると考えられる。今後は職場でのサポート体制の 

充実やコミュニケーションの改善が重要である。 

 運用面では、メールアドレスの収集や一部従業員のスマートフォン操作に時間を 

要したが、事業者から SC 実施に関して、本日中に各現場で受検してほしい旨の連絡 

をしたことから、受験率 100％となった。また、同じ項目で毎年 SC を受検すれば結 

果は同じであり、同一人物が高ストレス者となるのは明らかであり、SC を実施する 

意味があるのかとの意見があった。 
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第３章 現場の職場環境改善の促進 

１．事例収集について 

１．１ 収集結果・選定など取りまとめ 

 （１） 調査概要 

 建災防方式「無記名 SC」に替わる現場での職場環境改善のあり方の検討の 

ため、職長、職長会、現場作業者、元請社員等「現場の声」を反映した建設現 

場における職場環境改善事例を収集し、中小総合工事業者への水平展開に役 

立つ形で取りまとめる。 

 

（２） 調査方法、時期、回収数 

     建設労務安全研究会会員企業 40 社に対して、別紙様式（①概要、②動機、

③手順、④内容（写真、図）、⑤効果）により、過去３年の取組事例（50 人未 

満規模の土木・建築現場）を収集した。 

 

（３） 調 査 時 期 

令和７年９月８日～10 月 10 日 

回 収 事 例 数 28 社 138 事例 

 

（４） 事例の内訳 

      熱中症対策             37 

       休憩所整備             14              

      ICT（wifi デジタル等）活用        11    

トイレ改善            11              

      土足改善、清掃等         ６           

        照明改善             ６               

      女性作業者向け対策        ５        

喫煙対策             ５               

粉じん、化学物質等対策      ４      

      外国人向け対策          ４          

植栽               ３                 

      食事・売店等           ２             

      その他              30  

      --------------------------------------------- 

           計               138 
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（５） 事例の種類 

① 具体的に手順が示されている事例 14 

 （職長会、打合せ、提案プロセス等が示されているもの） 

    ② ソフト（工夫等）取組事例 41 

     （植栽、目安箱、安全運動、声かけワッペン等） 

    ③ 平成 30 年度収集事例にはなかった目新しい事例 12 

     （目安箱 Forms 活用、カゴの設置、靴の履き替え支援等） 

    ④ その他 71 

 

（６） これらの収集事例についての検討 

     収集した改善事例について、建災防として公表するのであれば、改善に向

けた手順が示されているものを優先的に選定した上で、安全衛生上好ましく

ないもの、他機関推奨の事例と異なるもの、誤解を招くものは避ける等の取

捨選択が必要となる。  

 その上で、中小建設事業者においても取組可能な改善事例として選定した  

ものは次のとおりである。 

 

①声掛けコミュニケーション            44 ページ 

②植栽                      45 ページ 

③目安箱                     46 ページ 

④カゴの使用                   47 ページ 

⑤作業姿勢改善                  48 ページ 

⑥高齢者支援                   49 ページ 

⑦外国人労働者支援                50 ページ 

⑧女性労働者のための職場環境改善         51 ページ 

⑨安全管理向上のための SAFETY STEP UP 運動     52 ページ 

⑩wifi 環境の整備                  

⑪熱中症対策                   54 ページ 

 

 

53 ページ 
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 建災防受託事業  

 

 

「現場の声」を反映した 

建設現場における職場環境改善好事例提供のお願い 

 

労働安全衛生法の改正による 50人未満事業場を含む全ての事業場でのストレスチェック制度の義務化に伴

い、建災防では、現場等の負担、普及状況等を考慮し、建災防方式無記名ストレスチェックについては解消する

ともに、職場環境改善の取組について検討しています。 

 

建設現場の職場環境については、「現場の声」を踏まえた職場環境改善を図り、現場作業者等の心身の健康を

確保しつつ安全・安心につながる取組が求められています。 

 

このため、建災防からの受託事業により、職長、職長会、現場作業者および元請若手社員ら「現場の声」を反

映した建設現場における職場環境改善の取組好事例を収集し、中小総合事業者への水平展開に役立つ形で取りま

とめることとしました。 

 

 御多忙な折、誠に恐縮でございますが、本調査の趣旨を御理解の上、是非とも貴社の事例を御提出くださいま

すようお願い申し上げます。 

 

 なお、本調査の結果は、個人が特定できる情報を除いて「建設業におけるメンタルヘルス対策のあり方に関す

る検討委員会（建災防設置）」報告書において、公表することとしています（令和8年3月予定）。 

 

 

【お問合せ先】 

建設労務安全研究会 事務局 

TEL：03-3551-5277   FAX：03-3551-2487 

E-mail：ro-ken@ro-ken.net 

 

 

 

 

◆御提出に当たってのお願い・留意事項 

 

１． 御提出いただく事例は、「現場の声」声を反映した職場環境改善の取組のうち、過去3年以内に実施したも 

ので、50人未満規模の土木、建築現場の取組について合計 1～5事例分の紹介をお願いします。 

 

２．記載例を参考として「職場環境改善好事例調査票」に記入の上、エクセルデータで提出してください。 

 

３．「職場環境改善好事例調査票」は、労研事務局宛メールで令和 7年 10月 10日までに、ご返送くだ

さい。 
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事例の概要

動機

※「現場の声」

手順

取り組み内容

(写真、図など)

効果

よかった点

現場作業者の声を反映した

職場環境改善事例

会　　社　　名　（　　　　　　　　　　　　　）　　　工事名（　　　　　　　　　　　　　）

工  事  の  種 類　　①土木　　②建築　　③その他（　　　　　　　　　　）

作業員人数平均　　①1～10人　　②11～20人　　③21～30人　　④31～50人

※ 作業員からの意見が動機となり、職長、元請若手社員らも賛同し、取組んだ事例を

お聞かせください（職長、若手社員からの意見も可）



- 44 - 

 

 

 

 

 

  

事例の概要 気持ち良い、声掛けコミュニケーション活動の推進

動機

※「現場の声」

職長会が主催し、安全衛生管理活動の一環として「声掛け作業所内安全巡回」を行っている。巡回

声掛けで、相手の名前がわからず「〇〇屋さん」と職種名で呼ぶようになってしまう。また、ヘル

メットに名前の明記があっても、装着物に隠れて読めないことがあるといった意見があった。

手順 ①職長会で名前で声を掛ける方法を検討した。

②胸元にネームワッペンを付け、名前をひらがな表示にし、読み間違いの防止を図った。

③ワッペンのデザインは職長会エンブレムをモチーフとして、仲間意識の浸透化を図った。

④新規入場教育時に、元請けから入場者へネームワッペンを配布し、付けてもらう流れを構築。

取り組み内容

(写真、図など)

効果

よかった点

・職長会独自のデザインとしたネームワッペンを付けることで、同じ職場の仲間だと認識できる

・ひらがなで名前を明記するので、声を掛けやすく、掛けられた方も気付きやすい

・名前がわかるので、互いに呼びやすくなり、コミュニケーションが深まる環境となる

現場作業者の声を反映した

職場環境改善事例

会　　社　　名　（　　）　　　工事名（       ）

工  事  の  種 類　　①土木　　②建築　　③その他（　　　　　　　　　　）

作業員人数平均　　①1～10人　　②11～20人　　③21～30人　　④31～50人

① ②

①職長会のエンブレムをモチーフと

したネームワッペン

ひらがなで表示

名前が漢字で「鞍漸」読めますか？

②ヘルメットに明記している名前は

見えないが、胸元のワッペンは

視認できます（職長会会長談 本人）

名前が

見えない

名前が

見えて
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事例の概要 市街地での周辺環境への配慮

動機

※「現場の声」

市街地の中に工事現場があり、人通りも車通りも多い中で、「周辺の環境や景観に配慮するべき

ではないか」という意見が、作業員から職長会を通じて話があった。

手順 ①仮囲いを敷地境界から後退させ、現場敷地と歩道との境界部分に仮設のアスファルト舗装を行

う事で、現場周辺の歩道幅員が広く取れるように配慮した。

②仮囲い際にプランターを設置し、花等の植栽を植える事で、街並みの景観に配慮した。

取り組み内容

(写真、図など)

効果

よかった点

①歩道部分が広くなり、通行がしやすい環境となった。②花のプランターがあることで、現場周

辺の景観が良くなった。③植栽の手入れをする際に、通行人を含め地域住民の方から感謝の意を

伝えられる事もあった。④花の手入れを機会に、現場の職種を超えた場面での会話が増えた

現場作業者の声を反映した

職場環境改善事例

会　　社　　名　（　　）　　　工事名（       ）

工  事  の  種 類　　①土木　　②建築　　③その他（　　　　　　　　　　）

作業員人数平均　　①1～10人　　②11～20人　　③21～30人　　④31～50人
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事例の概要 目安箱（Forms活用）による作業員からの職場環境改善の意見聴取

動機
※「現場の声」

作業現場の環境改善について目安箱設置により意見を出しやすいようにした。

また、無記名として言い出しやすいようにした。

手順 ①目安箱の設置を提案し趣旨を説明した。

②休憩所に目安箱を設置するとともに、全作業員に記入方法等を周知した。

③意見があるたびに対応について職長会と話し合う場を設けた。

取り組み内容

(写真、図など)

効果

よかった点

・意見が集まるようになり、現場の希望に合った対応ができるようになった。

現場作業者の声を反映した

職場環境改善事例

会　　社　　名　（　　）　　　工事名（       ）

工  事  の  種 類　　①土木　　②建築　　③その他（　　　　　　　　　　）

作業員人数平均　　①1～10人　　②11～20人　　③21～30人　　④31～50人



- 47 - 

 

  

事例の概要

動機

※「現場の声」

酷暑の作業環境で水分補給を展開するに当たり、飲み物を作業する現地に持ち込むことになっ

た。その際、飲み終わったペットボトルなどの回収忘れで現場内に放置が目立ち、躯体関係の作

業員より「風紀が乱れているように見える」との話があった。

手順 ①各業者ごとにスーパーの買い物かご「カゴ」を用意し、朝礼時に配る。

②「カゴ」に飲み物を入れ、作業場所に持って行ってもらう

③飲み終わった不要ペットゴミなども「カゴ」に入れてもらい、休憩時や作業終了時にゴミ箱に

分別して捨ててもらう。

取り組み内容

(写真、図など)

効果

よかった点

①飲み終わった空ペットボトルや缶等の回収忘れが激減した。　②放置が減り、作業員の分別意

識が芽生えた。特に、技能実習生などの分別教育にも寄与できた。　③大量に飲み物を自販機な

どで購入する時に「カゴ」ごと持って行き運搬できるので、大変便利との意見が多かった。

現場作業者の声を反映した

職場環境改善事例

会　　社　　名　（　　）　　　工事名（       ）

工  事  の  種 類　　①土木　　②建築　　③その他（　　　　　　　　　　）

作業員人数平均　　①1～10人　　②11～20人　　③21～30人　　④31～50人
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事例の概要 狭隘作業場における作業姿勢改善による腰負担軽減

動機

※「現場の声」

➀配管が通る箇所は配管の上に足場を設置する為、床版から足場までの高さが1.0ｍ程度しか確

保できない。➁上向き作業で首への負担が大きい状況で、さらに腰への負担が大きいため作業能

率が著しく低下する。➂作業能率の低下（作業時間が通常足場と比べて1.5～1.8倍掛かる）

手順

➀中腰作業時による、腰への負担を軽減できるもの。➁樹脂の塗布及び繊維シート（1枚3m～

5m）を貼り付ける作業で、容易に移動ができるもの。➂上向き作業なので首への負担を軽減し

たい。との意見をもとにタイヤ付きの作業用椅子を導入した。

取り組み内容

(写真、図など)

`

`

`

`

`

`

`

➀改善前の作業姿勢

`

`

`

`

`

`

➁タイヤ付きの作業用椅子の導入　　　　　　　　　　　➂クッション性能の改良

効果

よかった点

作業空間で制約がある中、中腰作業による腰への負担を低減させるため『タイヤ付き椅子』を導

入した。また、作業で使用しながらも改良を加え、更なる負担低減を図ることができ、その結

果、作業能率も上げることができた。

作業時間の比較

通常足場　1　＞　タイヤ付き椅子導入　1.2～1.5　＞　狭隘な足場　1.5～1.8

現場作業者の声を反映した

職場環境改善事例

会　　社　　名　（　　）　　　工事名（       ）

工  事  の  種 類　　①土木　　②建築　　③その他（　　　　　　　　　　）

作業員人数平均　　①1～10人　　②11～20人　　③21～30人　　④31～50人

スプリング

クッションを

取付

クッションラ

バーを取付

段差の移

動も楽に

なる
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事例の概要 靴の履き替え支援設備に関する提案書

動機

※「現場の声」

近年、建設業界において高齢作業員の比率が増加しています。現場では工事の進捗に伴い、仕上

げ作業が始まると外履きから上履きへの履き替えが必要となります。しかし、高齢の作業員に

とって、立ったままで靴を履き替えることは身体的に大きな負担となっている、との声が現場で

多く聞かれました。

手順 この課題を受け、靴の履き替えスペースに「椅子」を設置することで、高齢者が座って安全かつ

楽に靴の履き替えができるように配慮しました。

取り組み内容

(写真、図など)

・高齢作業員からは「楽に履き替えができるようになった」との好評の声が多く寄せられまし

た。

・また、波及効果として、腰痛を抱える作業員にとっても負担軽減につながり、全体的な作業効

率の向上に寄与しました。

・安全面の向上にもつながり、転倒リスクの低減が期待されます。

効果

よかった点

現場作業者の声を反映した

職場環境改善事例

会　　社　　名　（　　）　　　工事名（       ）

工  事  の  種 類　　②建築

作業員人数平均　　③21～30人
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事例の概要 外国人技能者の就業に配慮した取り組み

動機

※「現場の声」

外国人労働者の増加により、コミュニケーションの取り方や安全な作業方法を伝える必要があっ

た

手順 ①外国語標識を掲示（まずは、危険箇所を把握してもらう）

②音声翻訳機の導入（会話でコミュニケーション）

③外国語の安全教育資料の活用や多言語で会話できる監督を通して外国人労働者に安全指導

取り組み内容

(写真、図など)

効果

よかった点

外国人労働者とコミュニケーションを取ることが必要と感じていたが、行動に移すことで少し壁

がなくなったと感じられる。積極的にコミュニケーションを取ろうとする姿勢が、外国人労働者

も感じてくれており、コミュニケーションが増えたと感じられる。

現場作業者の声を反映した

職場環境改善事例

会　　社　　名　（　　）　　　工事名（       ）

工  事  の  種 類　　①土木　　②建築　　③その他（　　　　　　　　　　）

作業員人数平均　　①1～10人　　②11～20人　　③21～30人　　④31～50人
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事例の概要 建設現場にて女性の働きやすい環境づくり

動機

※「現場の声」

・建設現場における、女性の働きやすい職場環境づくりを推進するため

・会社を越えて、女性同士で相談しやすい環境が欲しいと声があがった

手順 ①元請職員、協力会社作業員の女性を集め、会を発足した。

②女性が働きやすい職場環境（建設現場）について議論した。

③事務所の一部に、女性が働きやすい女性専用スペースを設けた。

取り組み内容

(写真、図など)

効果

よかった点

・女性特有の悩みを相談したり、情報共有ができる場として非常に良かった。

・女性だけでなく、全職員が働き続けるために「何をすればよいか」解決に一歩進んだ。

現場作業者の声を反映した

職場環境改善事例

会　　社　　名　（　　）　　　工事名（       ）

工  事  の  種 類　　①土木　　②建築　　③その他（　　　　　　　　　　）

作業員人数平均　　①1～10人　　②11～20人　　③21～30人　　④31～50人
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事例の概要 更なる安全管理向上のための“SAFETY STEP UP運動”

動機

※「現場の声」

いつもの安全管理でなく「一歩踏み込んで」、これくらいでOKでなく「これならOKで」、ス

テップアップした内容を「実践して形にして」安全を確保することを目的に、安全意識の向上を

図るための意見を取り込み活動した

手順 日頃からの安全管理活動の中で、

①各事業者・作業員さんから意見を出し合い

②その意見、取組みを自ら実行する

③取組みを掲示し、全作業員に周知する

ことによって、各自の安全意識の向上を図る。

取り組み内容

(写真、図など)

効果

よかった点

各自・各社が自ら取り組むことで安全意識の向上を図ることができ、無事故・無災害に繋がるだ

けに限らず、働きやすい作業環境づくりの構築に繋がった。

現場作業者の声を反映した

職場環境改善事例

会　　社　　名　（　　）　　　工事名（       ）

工  事  の  種 類　　①土木　　②建築　　③その他（　　　　　　　　　　）

作業員人数平均　　①1～10人　　②11～20人　　③21～30人　　④31～50人
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事例の概要 Wifi環境の整備

動機

※「現場の声」

当現場ではＫＹや重機点検など電子化に取り組んでいるが、高架下という場所のため電波環境が

悪く使いづらいという要望があったため、Wifi環境を整備した。

手順 ①現場の入口付近で回線を引き込む

②アクセスポイントを数台配置し、電波環境が悪いところまでWifi網を構築する。

③職長にIDとパスワードを伝える。

取り組み内容

(写真、図など)

効果

よかった点 インターネット環境が改善され、電子化の活用がしやすくなった。

作業員の要望を聞いて改善したことで作業所全体のモチベーション向上につながった。

現場作業者の声を反映した

職場環境改善事例

会　　社　　名　（　　）　　　工事名（       ）

工  事  の  種 類　　①土木　　②建築　　③その他（　　　　　　　　　　）

作業員人数平均　　①1～10人　　②11～20人　　③21～30人　　④31～50人

回線引込

アクセスポイント設置



- 54 - 

 

  

事例の概要 安衛則改正に伴う熱中症予防対策

動機

※「現場の声」

当作業所は志布志港岸壁において構造物撤去工、土工、舗装工を施工する工事で周辺には日陰を

有する構築物もなく、また広範囲において作業員が分散し施工を行う為、固定された休憩所では

移動に時間を有することから、休憩所を作業近くに設置してほしいとの要望があった。

手順 ①安衛法改正に伴い現場災防協にて改正の趣旨及び対策フロー等について説明

②災防協にて協力会社より休憩所（日陰）についての要望があり。

③要望を踏まえローリングタワーを使用した移動式休憩所を設置することとした。

取り組み内容

(写真、図など)

効果

よかった点

・移動時間も少なく、近場に休憩所があることで熱中症予防に寄与できた。

現場作業者の声を反映した

職場環境改善事例

会　　社　　名　（　　）　　　工事名（        ）

工  事  の  種 類　　①土木　　②建築　　③その他（　　　　　　　　　　）

作業員人数平均　　①1～10人　　②11～20人　　③21～30人　　④31～50人

従来の休憩所
ローリングタワーを使用した

移動式休憩所を追加
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２．改善事例を踏まえた「現場の職場環境改善」に向けた周知啓発用
資料の検討 

 

 （１） 改善事例の周知啓発に向けた検討  

     「現場の声」を反映した職場環境改善の方法を中小建設事業者に広く周知 

啓発の上、現場で活用してもらうためには、職場改善に向けて具体的な手順、 

流れを示した分かり易いリーフレット形式の資料を作成する必要がある。  

 このため、具体的な手順として、次の流れを基本とした資料案作成につい 

て検討した。 

 

① 現状課題の把握のため、作業者から「意見」を求める。  

② 作業者の意見・声を職長会等で検討できるよう事業者（協力会社）が配  

慮する。 

③ 職長会での検討から改善計画を元請の協力も得て検討する。  

④ 災害防止協議会等で出された検討意見を参考に改善計画を決定する。  

⑤ 改善計画を事業者が元請の協力も得て実行する。  

⑥ 改善実施後の効果を確認する。  

⑦ 更なる改善や見直しが必要な場合、再検討を行い、継続的な改善につ  

なげる。 

 

 （２） 周知啓発用資料の検討について 

今回の周知啓発用資料は、元請の下に複数の協力会社の作業所が存在する  

現場の職場環境改善の方法を分かり易い A4見開きのリーフレット形式で検討 

した。 

  

検討の過程で、次のとおり意見が出された。 

 

・ 現場での声を反映する上で、事業者の役割が必要であり、作業者が自発的 

に声を出し易い環境を整えるとともに、複数事業者（協力会社）が混在する 

場合には、統括管理を行う特定元方事業者（元請）の協力が不可欠となるこ 

と。 

・ 三者が協力し合いながら、環境改善を目指す手順、流れが必要となる。 

・ 「作業者の声」を出発点とし、「繰り返し行う」ことをより強調する必 

要がある。 

・ 繰り返し行うのであれば「完了」とはせず、継続的に実施・改善してい 

く前提で資料を構成する。 

    ・ PDCA は、安全衛生管理面では、トップダウン型のイメージがあるため、 

ボトムアップ型の今般の手順においては注意が必要。 

    ・ 小規模・短期・分散型現場といった様々な現場でも使用できるよう、汎 

用性を持たせる工夫が必要である。 
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    ・ 公共工事と民間工事では発注者の関与の程度や工程管理の考え方が違う 

ことを理解した上で資料を作成する必要がある。 

 

上記を踏まえ、周知啓発用資料（案）を以下の構成により、次ページ以降に 

（p57～p60）示したが、裏表紙（p60）の内容については、設備面（ハード面） 

が主体となっている等これまでの検討経緯も含め、次年度以降も検討が必要 

となる。 

 

・ 表紙（p57）は三者（事業者/（協力会社）、作業者、元請）の協力が分か 

るもの。 

    ・ 中味（p58,59）は、職場環境改善の手順の流れ（左）と実際の具体例（右） 

を示す 

中核となるもの。 

    ・ 裏表紙（p60）は三者（事業者/（協力会社）、作業者、元請）の協力によ 

り「快適な現場をつくるための職場環境改善の具体的内容」について快適 

職場環境形成指針を基本として示したもの。 
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（案） 
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現場で繰り返し行う職場環境改善の進め方（例）

　現場の声をよく聞いて、職場環境改善に取り組みましょう。

作業員から「意見」を集める

PDCAで確認しながら、良い職場にしましょう。

言いにくいことは目安箱を使おう。

QRコードの目安箱なら誰かに見られ

ることもないよ

目

重要

改善案がまとまっ

たら、掲示板等で

みんなに見てもら

い、意見が無いか

再確認しよう！

作業員から意見が

あったら、必ず再

検討しよう

「嫌だな」、

「困ったな」、

「こうしてくれ

ればいいのに」

具体的に直して

欲しい方法があ

ればそれも言っ

てみよう

みんなで協力してやってみよう

費用がかかる場合等は、

発注者に参加してもらい、

了承を得る。

対応可能な「意見」か検討

費用、改善方法、期間等

（元請、

協力会社の事業主）

（協力会社の事業主）

（作業員）

さらに改善に

チャレンジ！

うまくいかなかっ

た点は★に戻り

再検討しよう！

職長会で結果を確認

（元請、

協力会社の事業主）

（元請、

協力会社の事業主）

目安箱の設置（QRコードによるデジタル目安箱等）

職長に口頭で直接相談

「意見」に優先順位を付け、優先度の高いものから検討

元請に「意見」についての改善計画作成依頼

費用も掛からず実施できるものは、元請の許可を受けすぐに実行

職場環境改善の検証

職場環境改善計画の実行

災害防止協議会に「意見」を提出

改善計画の検討

私はこっちの休憩室

に１票入れよう。

★職長会で「意見」について検討

C
評価

A
改善

D
実行

P
計画

（案） 
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現場でできる職場環境改善の取組み例

みんなから、早くやってほしいとの意見だ。

元請からも了承されたから実行しよう。

これはいいな。涼しくて作業がはかどるよ。

良かった。また、困ったことがあった

ら相談してみよう。

みんなも喜んでくれたし、作業効率も上がったみたいだ。

快適な職場で安全作業だね。

なるほど！こんなことをしてくれるんだ。作業

がはかどるかもしれないな。

目安箱に作業員から意見が入っているよ。

熱中症の危険がある作業には、今より作業がしやすくなるよ

う考えよう。（改善計画の検討）

暑いな。現場はアイススラリーや涼しい休憩所などの対策は

してくれてるけど・・・もう少し何とかならないかな。

そうだ！目安箱に意見を入れてみよう。

移動式大型ミスト付き

扇風機

デジタル目安

箱もいいね

建災防本部のHPに、いろいろな会社が実施した職場環境事例を紹介しています。

あなたの現場で行う職場環境改善の参考にしてみてください。

P
計画

D
実行

A
改善

C
評価

（案） 
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快適な現場をつくるための職場環境改善の

具体的内容

作業方法

疲労回復施設

職場生活支援施設

高齢者向け
外国人向け

女性向け

作業環境

快適な

・熱中症対策（熱中対

策ウォッチ、AIカメ

ラ、冷却ベスト、ア

イススラリー）

・Wi-Fiの整備

・狭隘作業におけるタイヤ

付きイスの使用

・ハンドフォークリフト

キャスターの使用
・清潔な休憩室の整備

（畳敷きの休憩室、

かごの使用による

整理整頓）

・職長会活動（たこ焼き屋台等）

・喫煙所の整備

（電子たばこと紙たばこの

分室）

・快適トイレの設置

・キッチンカーや売店の配置

・転倒予防（靴を履くときの

イスの設置や体操）

・明るさの確保のためのLED照明

・合図やアラーム等の音量や音

の高さの工夫や視覚による

フォロー（旗等）

・アプリ等翻訳機の活用

・外国語表記の看板や

イラストによる安全標識の

掲示

・母国語による安全教育

・二重ロック付きトイレ

（男性の誤使用防止）

・パウダールーム付き

休憩室の整備

安心・安全・快適現場で

みんな元気に働こう！

※ 公共工事における快適トイレやICTの導入などは自治体によっては補助金が出る場合がありますので、

発注者にご確認ください。

現場

（案） 
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第４章 まとめ 

１．小規模事業場へのストレスチェック導入促進 

 

（１） 令和７年度の取組 

小規模事業場における SC 制度の取組促進に向けて、小規模事業場における 

メンタルヘルス対策取組促進に関する WG を設け、建設業における実態把握調 

査や SC 試行実施を通じて、国の制度改正の動向を踏まえつつ、建設業の特性 

から生じる困難な課題や円滑な取組促進のあり方を検討した。 

このため、小規模事業場のメンタルヘルス対策の現状把握を目的として、 

６企業へのヒアリング調査を実施するとともに、９月と 12 月に支部主催の安 

全大会及び専門工事大会に参集した会員企業を対象として、SC 制度に関する 

アンケート調査を行った。併せて SCの試行実施も３企業（総合工事業者２社、 

専門工事業者１社）に対して行った。 

 

（２） ヒアリング調査結果 

    対象企業の多くは、日々の業務の中で従業員の体調変化を早期に把握する 

ことを重視しており、「問題があればすぐに現場へ駆けつける」、「日頃から社 

員の心身の状態を確認することを徹底し、問題発生を未然に防ぐ」といった 

取組が行われていることが明らかとなった。 

SC については、６社のうち５社は未実施であり、「プライバシー保護」、「個 

人が特定されやすい」といった制度上の不安が強く、SC 制度実施よりも、普 

段の接し方で状況を確認する等、密着型のコミュニケーションを重視する姿 

勢がうかがえる。地域産業保健センターの存在や活用方法については、多く 

の企業で認知されておらず、SC 制度義務化に向けて周知が重要であるという 

結果となった。実施企業では、専門人材の支援が不可欠な状況であった。 

 

（３） アンケート調査結果 

     制度の認知度は約 50％、そのうち取り組んでいるが 40％～50％と高い割合

の回答であったが、具体的な実施方法や体制整備（担当者の配置、実施手順の

整備、相談窓口や支援体制の確保、個人情報管理等）まで十分に理解されてい

るかどうかの判断はつかず、更なる調査が必要であることが明らかとなった。

「SC を実施して良かったこと」として、「職員自身が不調に気づくきっかけと

なった」「職場の雰囲気が良くなった」といった回答が、少数ではあるが得ら

れ、SC 制度が職場改善につながる可能性を示す結果となった。 

 

（４） 試行実施結果 
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運用面では、メールアドレスの収集等の初期設定や、一部従業員における 

スマートフォン操作の難しさ、実施率の確保等の課題が明らかとなった。 

また、３企業の集団分析の結果、各々「改善着手」、「良好な状態の継続的維 

持」、「サポート体制強化」が必要という結果となり、各社の状況に応じた段階 

的かつ継続的な職場環境改善が重要であることが示された。 

さらに、専門工事業者においては、季節や身体的負担と SC の結果（労働者 

    のストレス）との関係について、さらに検討を要する。 

 

（５） 今後の課題 

     ヒアリング及びアンケート調査結果の回答から、現行の SC 項目の一部につ 

いて、建設業の働き方や現場特性に適合していない、SC 実施方法が分からな 

い、制度周知のための資料が必要、準備から面談対応までを担う人材の確保 

が必要等の声があり、建設業の特性に即した対策の支援が求められている。 

また、個人情報漏洩への懸念も強く、安心して実施できる環境整備が不可 

欠である。 

     さらに、今後、SC 制度義務化に対応し、厚労省から小規模 SC マニュアルが 

令和８年２月 25 日に公表され、周知が図られていく状態にある。 

こうした動向、実態調査及び SC 試行実施で得られた結果を基に、小規模事 

業場への SC 制度義務化に向けて、小規模建設事業場の特性を踏まえた SC 制 

度の実施促進に向けた周知啓発を行っていくことが重要である。その際、特 

に専門工事業者を中心とした周知啓発とともに、SC 取組試行実施を引き続き 

行うことにより、取組を難しくしている課題を明らかにした上で、好事例も 

収集しつつ、取組促進に向けた検討を引き続き進めていく必要がある。 
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２．現場の職場環境改善の促進 

 （１） 令和７年度の取組 

     小規模事業場への SC 制度義務化に当たり、建設現場等の普及状況等を考慮 

し、建災防方式「無記名 SC」は取り止め、これに替わる現場での職場環境改  

善の一層の促進に向けた検討を行った。 

 このため、職場作業者の心身の健康を確保しつつ、安心安全につながるよ  

う、「現場の声」を反映した職場環境改善の取組事例を収集し、中小建設事業  

者への水平展開に役立つ形で取りまとめ、改善の手順、進め方等を示した周  

知啓発用資料を検討した。 

 

（２） 改善事例収集結果  

事例収集に当たっては、職長、職長会、現場作業者、元請社員等「現場の声」  

を反映した建設現場における職場環境改善事例を９月から 10 月にかけて、建 

設労務研究会の協力により、同会員企業 28 社から 138 事例を収集した。 

     事例の種類としては、改善の手順が示された事例が 14 件、ソフト（工夫等）  

の取組事例が 41 件、新たな手法を取り入れた事例が 12 件挙げられる。 

 このうち、改善の手順が示され、中小事業者でも取り組める事例、誤解を招 

かない等問題のない事例を取捨選択し、水平展開可能なものとして、事例を 

選定した（11 事例）。 

  

（３） 職場環境改善に向けた周知啓発用資料の検討 

     収集した改善事例とともに、これらの職場環境改善の方法を現場で活用し 

てもらうための手順、流れ、進め方を示した分かりやすいリーフレット形式 

の周知啓発用資料作成を検討した。 

作成に当たっては、元請及び複数の協力会社の作業者がいる建設現場を対 

象とし、特に事業者の役割が重要であることを踏まえ、「現場の声」として、 

作業者が自発的に声を出しやすい環境を整え、事業者、元請、作業者が協力し 

合いながら環境改善を目指す手順、流れを意識するものとした。 

 

（４） 今後の課題 

     今回検討した周知啓発用資料の内容について、中小建設事業者、特に地方 

の中小総合工事業者（地場ゼネコン）にとって、「現場の声」を反映した職場 

環境改善の方法として使い勝手がいいか、問題が無いかの検証が必要であり、 

その上で修正を加える等の検討も必要となる。 

 また、改善事例はこれで十分か、ややハード面の対策が多いため、現場の環 

境改善に役立つ幅広い改善事例等の充実についても今後の課題となる。 
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